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一
二

は
じ
め
に

天
皇
即
位
に
か
か
わ
る
即
位
儀
礼
や
大
嘗
祭
は
、
天
皇
の
王
権
を
象
徴
す
る
代
表

的
な
儀
礼
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
中
世
で
は
、
天
皇
の
即
位
儀
礼
に
よ
っ
て

新
た
に
生
み
出
さ
れ
た
様
々
な
問
題
が
あ
る
。
そ
の
大
き
な
変
化
は
、
即
位
儀
礼
の

場
が
大
極
殿
か
ら
太
政
官
庁
に
変
わ
っ
た
こ
とq

、
儀
礼
中
、
天
皇
が
修
す
即
位
灌
頂

の
成
立w

、
即
位
儀
礼
の
際
に
摂
関
が
登
壇
し
丑
寅
の
方
向
に
侍
る
な
ど
の
問
題
で
あ

りe

、
い
ず
れ
も
平
安
中
末
期
に
成
立
し
中
世
に
固
定
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
儀
礼
が
登
場
し
た
歴
史
的
文
脈
に
つ
い
て
は
、
国
家
に
お
け
る
天
皇
の
意
義
や
当

時
の
社
会
的
背
景
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
分
析
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
総
じ
て
、

天
皇
の
即
位
儀
礼
が
行
わ
れ
る
当
日
に
着
目
し
た
場
合
の
変
化
と
い
え
る
。

し
か
し
、
天
皇
即
位
儀
礼
と
王
権
の
問
題
は
、
象
徴
化
さ
れ
や
す
い
儀
礼
当
日
の

儀
礼
行
為
の
み
に
集
約
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
儀
礼
が
変

化
し
つ
つ
幕
末
の
孝
明
天
皇
即
位
時
ま
で
堅
持
さ
れ
続
け
た
点
に
、
中
世
王
権
の
存

立
基
盤
が
孕
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
本
質
を
構
造
的
に
読
み
解
く
必
要
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
が
「
礼
服
御
覧
」
の
事
例
で
あ
る
。

平
安
時
代
中
期
以
降
、
天
皇
が
即
位
時
に
着
す
「
礼
服
・
礼
冠
」
を
「
御
覧
」
す

る
行
為
そ
の
も
の
が
儀
礼
の
対
象
と
な
っ
た
。
礼
服
御
覧
に
つ
い
て
は
、
正
倉
院
に

伝
来
す
る
礼
服
御
冠
残
欠
を
通
じ
そ
の
概
要
を
論
じ
ら
れ
た
米
田
雄
介
氏
に
よ
る
研

究
が
あ
る
他r

、
中
国
衣
服
制
と
古
代
王
権
と
の
関
係
を
論
じ
た
武
田
佐
知
子
氏
の
研

究
な
ど
が
あ
るt

。
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
る
と
、
礼
服
御
覧
は
、
内
蔵
寮
に
納
め
ら
れ

て
い
た
礼
服
・
礼
冠
の
検
分
を
行
う
行
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
儀
礼
当
日
の
一
ヶ
月

前
か
ら
数
日
前
、
天
皇
の
場
合
は
清
涼
殿
昼
御
座
で
、
幼
帝
の
場
合
は
摂
政
に
よ
っ

て
直
廬
で
行
わ
れ
た
。

儀
礼
と
し
て
の
「
礼
服
御
覧
」
の
初
見
は
、
長
元
九
年
（
一
〇
三
六
）
七
月
四
日
、

後
朱
雀
天
皇
の
即
位
儀
礼
の
六
日
前
に
行
わ
れ
た
記
事
で
あ
るy

。
そ
の
後
、
幕
末
ま

で
一
部
の
天
皇
を
除
き
同
じ
形
式
で
礼
服
御
覧
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

特
に
、
礼
服
や
礼
冠
が
、
原
形
を
失
う
ほ
ど
破
損
し
た
場
合
や
、
紛
失
し
た
場
合
、

正
倉
院
に
納
め
ら
れ
て
い
る
礼
服
・
礼
冠
が
取
り
出
さ
れ
、
参
考
に
さ
れ
た
と
い

う
。礼

服
を
「
御
覧
」
す
る
意
義
の
大
半
は
、
即
位
当
日
に
天
皇
が
着
用
す
る
た
め
の

準
備
で
あ
る
が
、
儀
礼
次
第
が
成
立
し
、
天
皇
や
摂
関
ま
で
も
が
同
席
し
「
御
覧
」

し
た
点
は
、
儀
礼
と
王
権
と
の
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
礼
服
は
、
日
・
星
・
月
な
ど
十
二
の
紋
章
が
刺
繍
さ
れ
た
袞
冕

こ
ん
べ
ん

十
二
章
と
称

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
も
と
も
と
中
国
皇
帝
が
祭
服
と
し
て
着
用
し
て
い
た
も

の
を
日
本
の
天
皇
が
採
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。

古
代
で
は
、
先
進
国
で
あ
っ
た
中
国
の
具
体
的
な
事
物
を
独
占
的
に
輸
入
・
継
受

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
配
層
は
、
階
級
的
優
位
を
明
示
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と

さ
れ
る
がu

、
武
田
氏
は
、
か
か
る
文
脈
に
、
身
分
標
識
に
も
な
っ
た
古
代
王
権
と
衣

服
の
問
題
を
取
り
込
み
、
衣
服
の
問
題
を
表
象
の
問
題
に
留
め
る
こ
と
な
く
、
社
会

中
世
の
「
礼
服
御
覧
」
と
袞
冕
十
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章

―
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皇
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ぐ
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全
体
に
身
分
の
格
差
を
可
視
的
に
公
示
し
、
身
分
を
身
分
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
契

機
と
な
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

日
本
の
天
皇
が
、
中
国
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
君
臣
関
係
を
可
視
的
に
示
し
て
い
た

袞
冕
十
二
章
を
着
用
し
、
朝
廷
に
お
け
る
身
分
格
差
を
視
覚
的
に
示
し
た
点
は
、
中

国
皇
帝
と
同
様
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
袞
冕
十
二
章
が
中
国
に
起

源
を
持
つ
限
り
、
日
本
の
王
権
は
冊
封
体
制
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
し
か
し
、
袞
冕

十
二
章
を
め
ぐ
る
中
国
と
日
本
の
違
い
は
、「
礼
服
御
覧
」
と
い
う
儀
礼
が
日
本
で

成
立
し
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
天
皇
を
は
じ
め
と
す
る
政
治
権
力
者
が
、
朝
廷
内

に
お
い
て
袞
冕
十
二
章
の
奈
辺
に
価
値
を
置
き
、
ど
う
活
用
し
て
い
た
か
を
示
す
事

例
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
後
、
い
か
に
し
て
定
着
し
た
か

を
辿
る
意
味
で
も
有
効
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
踏
ま
え
、
袞
冕
十
二
章
が
日
本
で
儀
礼
の

対
象
と
な
っ
た
過
程
と
、
礼
服
御
覧
に
お
け
る
袞
冕
十
二
章
の
本
質
を
追
究
し
、
特

に
天
皇
の
日
記
を
中
心
に
読
み
解
く
こ
と
に
よ
り
、
王
権
と
儀
礼
と
の
構
造
関
係
を

分
析
し
て
い
き
た
い
。

第
一
章

袞
冕
十
二
章
と
王
権

日
本
の
衣
服
令
は
、
唐
の
朝
見
・
朝
参
の
服
の
制
度
で
あ
る
儀
制
令
を
、「
朝
服
」

の
規
程
と
し
て
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。「
朝
服
」
の
「
朝
」
と
は
、
場
所
と
し
て

の
「
朝
廷
」
を
意
味
す
る
た
め
、
日
本
に
お
け
る
朝
服
は
、
官
僚
制
的
身
分
秩
序
を

律
し
、
朝
廷
と
い
う
場
に
お
い
て
一
円
的
に
身
分
秩
序
を
律
す
る
衣
服
と
し
て
機
能

す
る
意
味
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
武
田
氏
に
よ
る
と
、
日
本
の
衣
服
令
は
、
中

国
の
よ
う
に
全
社
会
的
な
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
朝
儀
と
い
う

個
別
具
体
的
事
象
に
対
象
を
限
定
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
官
僚
制
的
身
分

秩
序
を
具
体
的
か
つ
可
視
的
に
し
た
点
を
主
眼
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
うi

。
こ
の

よ
う
に
、
従
来
、
衣
服
の
持
つ
歴
史
的
意
義
と
は
、
身
分
に
も
と
づ
く
職
掌
の
把
握

や
、
着
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
顕
在
化
す
る
社
会
的
影
響
性
と
い
っ
た
観
点
か
ら
論

じ
ら
れ
て
い
た
。

貞
観
年
間
（
八
五
九
〜
八
七
六
）
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
儀
式
』
巻

第
六
「
礼
服
制
」
に
は
、「
天
皇
袞
冕
・
十
二
章
・
牙
笏
、
皇
后

衣
・
皇
太
子
袞

冕
・
九
章
・
牙
笏
」
と
規
定
さ
れ
て
い
るo

。
こ
の
袞
冕
と
は
、
中
国
皇
帝
の
祭
服
を

踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
唐
が
滅
亡
し
た
後
も
、
中
世
日
本
で
は
一
部
を
除
き
中
国
唐
制
の
影
響

を
受
け
継
い
で
い
た
が
、
天
皇
が
即
位
儀
礼
に
お
い
て
着
用
し
た
礼
服
は
、
明
ら
か

に
唐
制
と
異
な
る
衣
服
と
身
分
秩
序
を
形
成
し
て
い
た
。

そ
こ
で
ま
ず
、
唐
の
天
子
が
着
用
し
て
い
た
礼
服
（
祭
服
）
に
つ
い
て
概
観
し
て

み
よ
う
。『
唐
書
』
車
服
志
に
は
左
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
（
説
明
の
必
要
上
、

内
容
を
分
割
し
た
）。

①
　
袞
冕
者
、
踐
祚
・
饗
廟
・
征
還
・
遣
将
・
飲
至
・
加
元
服
、
納
后
・
元
日
受

朝
賀
、
臨
軒
冊
拜
王
公
之
服
也
、
広
一
尺
二
寸
、
長
二
尺
四
寸
、
金
飾
玉
簪

導
、
垂
白
珠
十
二
旒
、
朱
絲
組
帶
為
纓
、
色
如
綬
、
深
青
衣

裳
、

②
　
十
二
章
、
日
・
月
・
星
辰
・
山
・
龍
・
華
蟲
・
火
・
宗
彝
八
章
在
衣
、
藻
・

粉
米
・
黼
・
黻
四
章
在
裳
、
衣
画
、
裳
繍
、
以
象
天
地
之
色
也
、
自
山
、
龍

以
下
、
毎
章
一
行
為
等
、
毎
行
十
二
、
衣
、

領
、
画
以
升
龍
、
白
紗
中
単
、

黻
領
、
青

、
裾
、

繍
、
龍
、
山
、
火
三
章
、

加
金
飾
、

③

冕
者
、
有
事
遠
主
之
服
也
、
八
旒
、
七
章
、
華
蟲
・
火
・
宗
彝
三
章
在
衣
、

藻
・
粉
米
・
黼
・
黻
四
章
在
裳
、

④
　
毳
冕
者
、
祭
海
岳
之
服
也
、
七
旒
、
五
章
、
宗
彝
・
藻
・
粉
米
在
衣
、
黼
・

黻
在
裳
、

⑤

冕
者
、
祭
社
稷
、
饗
先
農
之
服
也
、
六
旒
、
三
章

粉
米
在
衣
、
黼
・
黻
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在
裳
、

⑥
　
玄
冕
者
、

祭
百
神
、
朝
日
、
夕
月
之
服
也
、
五
旒
、
裳
刺
黼
一
章
、
自
袞

冕
以
下
、
其
制
一
也
、
簪
導
、
剣
・
佩
、
綬
皆
同
、

①
〜
⑥
は
、
天
子
の
祭
服
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
①
に
は
、
袞
冕
を
着
用
す

る
儀
式
や
行
事
が
示
さ
れ
て
い
る
。
史
料
に
よ
る
と
、
頭
に
か
ぶ
る
冕
冠
は
、
板

（
広
一
尺
二
寸
、
長
二
尺
四
寸
）
か
ら
白
珠
十
二
旒
が
垂
れ
て
朱
色
の
組
み
帯
が
冠
の

紐
（
＝
纓
）
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
衣
の
色
は
深
青
色
で
、
裳
は

色
で
あ

る
。
ま
た
、
②
は
皇
帝
の
冕
服
で
あ
る
袞
冕
十
二
章
の
紋
様
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
紋
章
の
う
ち
、
日
・
月
・
星
辰
・
山
・
龍
・
華
蟲
・
火
・
宗
彝
の
八
章

が
衣
に
「
画
」
か
れ
、
藻
・
粉
米
・
黼
・
黻
の
四
章
を
裳
に
「
繍
」
し
た
も
の
で
、

こ
れ
ら
の
意
味
は
、「
象
天
地
之
色
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
袖
と
襟
に

は
昇
龍
を
「
画
」
き
、
内
衣
に
白
紗
の
単
衣
を
着
し
、
衣
裳
の
上
に
龍
・
山
・
火
の

三
種
の
紋
章
を
刺
繍
し
た
前
垂
れ
の
膝
掛
け
（

）
を
掛
け
、
金
の
装
飾
を
施
し

た

を
は
い
て
い
た
。

天
子
の
祭
服
の
な
か
で
最
高
祭
服
は
、
皮
衣
（
＝
裘
）
で
作
ら
れ
た
大
裘
冕
で
あ

っ
た
。
こ
の
祭
服
は
、
国
家
の
大
祭
に
限
っ
て
用
い
ら
れ
た
。
し
か
し
、
皮
衣
で

あ
っ
た
た
め
袞
冕
十
二
章
を
付
け
ら
れ
ず
、
十
二
旒
の
冕
旒
も
つ
け
ら
れ
て
お
ら

ず
、

に
龍
・
火
・
山
の
三
章
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

天
子
の
郊
祭
に
は
冕
旒
を
つ
け
る
次
位
の
袞
冕
が
着
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う!0

。
②
か
ら
⑥
も
天
子
の
祭
服
で
あ
り
、
祭
祀
内
容
の
違
い
に
よ
っ
て

冕
・
毳

冕
・

冕
・
玄
冕
と
規
定
さ
れ
て
い
た!1

。
こ
れ
ら
は
、
同
じ
天
子
が
着
用
す
る
祭
服

で
あ
っ
て
も
、
紋
章
の
数
の
増
減
に
よ
っ
て
衣
服
の
等
級
が
分
け
ら
れ
て
い
た
。
ま

た
、
中
国
の
位
階
表
示
は
、
旒
や
衣
裳
の
紋
章
の
数
、
綬
の
色
で
行
わ
れ
て
お
り
、

群
臣
百
官
の
衣
裳
の
色
は
、
一
品
か
ら
五
品
ま
で
全
て
衣
が
青
色
で
裳
が

色
で
あ

り
、
一
品
は
九
章
の
紋
章
を
付
し
て
い
た
と
い
う!2

。

従
っ
て
、
中
国
の
天
子
に
と
っ
て
袞
冕
十
二
章
と
は
、
紋
章
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

紋
章
の
数
に
よ
っ
て
身
分
や
祭
祀
・
行
事
の
格
差
を
表
示
す
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。『
新
唐
書
』
車
服
志
序
文
に
は
、「
上
得
兼
下
、
下
不
得

上
」
と
上
位
の
者
が

下
位
の
衣
服
を
兼
用
で
き
る
が
、
そ
の
逆
は
で
き
な
い
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
十

二
章
の
紋
章
が
位
階
の
差
異
化
の
た
め
に
共
有
さ
れ
、
袞
冕
十
二
章
は
、
視
覚
的
に

も
十
二
章
を
頂
点
と
す
る
身
分
秩
序
を
構
築
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

中
国
の
天
子
と
異
な
り
、
日
本
で
は
天
皇
の
み
が
袞
冕
十
二
章
の
着
用
を
許
さ
れ

て
い
た
。
中
国
の
よ
う
に
、
各
身
分
に
共
通
す
る
紋
章
の
増
減
が
各
身
分
の
格
差
を

決
め
て
い
た
場
合
、
十
二
章
が
身
分
の
上
位
で
あ
り
一
章
が
下
位
で
あ
る
と
判
断
で

き
る
。
し
か
し
、
日
本
で
は
、
紋
章
十
二
章
の
う
ち
一
章
一
章
の
紋
章
の
差
異
が
、

身
分
の
上
下
関
係
を
明
示
す
る
も
の
と
し
て
成
立
せ
ず
、
衣
服
の
色
が
身
分
の
格
差

を
示
し
て
い
た
。
従
っ
て
、
天
皇
が
着
用
し
た
袞
冕
十
二
章
の
紋
章
は
、
唐
の
天
子

の
祭
服
に
付
さ
れ
た
紋
章
で
あ
る
と
い
う
、
事
実
以
上
の
意
味
を
持
た
な
い
。
そ
の

た
め
、
日
本
の
天
皇
が
そ
の
袞
冕
十
二
章
を
着
用
し
て
も
、
そ
の
表
象
の
内
実
は
、

何
に
対
す
る
「
頂
点
」
で
あ
る
の
か
、
或
い
は
そ
の
よ
う
な
も
の
は
意
味
し
な
い
の

か
、
不
鮮
明
と
な
る
。

そ
こ
で
考
え
て
み
た
い
の
が
、
中
国
に
お
け
る
袞
冕
十
二
章
の
意
味
と
身
分
秩
序

と
の
関
係
性
で
あ
る
。『
唐
書
』
巻
一
九
〇
上
、
列
傳
第
一
四
十
上
、
文
苑
上
に
は
、

次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

謹
按
虞
書
曰
、
予
欲
観
古
人
之
象
、
日
・
月
・
星
辰
・
山
・
龍
・
華
蟲
作
會
・

宗
彝
・
藻
・
火
・
粉
米
・
黼
・
黻
・

、
由
此
言
之
、
則
其
所
従
来
者
尚

矣
、
日
月
星
辰
者
、
明
光
照
下
土
也
、
山
者
、
布
散
雲
雨
、
象
聖
王
大
沢
霑
下

也
、
龍
者
、
変
化
無
方
、
象
聖
王
応
時
布
教
也
、
華
蟲
者
雉
也
、
身
被
五
彩
、

象
聖
王
躰
兼
文
明
也
、
宗
彝
者
、
武

也
、
以
剛
猛
制
物
、
象
聖
王
神
武
定
乱
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也
、
藻
者
、
逐
水
上
下
、
象
聖
王
随
代
而
応
也
、
火
者
、
陶
冶
烹

、
象
聖
王

至
徳
日
新
也
、
粉
米
者
、
人
恃
以
生
、
象
聖
王
為
物
之
所
頼
也
、
黼
能
段
割
、

象
聖
王
臨
事
能
決
也
、
黻
者
、
両
己
相
背
、
象
君
臣
可
否
相
済
也
、

右
史
料
に
は
『
虞
書
』
に
曰
く
と
し
て
、
袞
冕
十
二
章
の
意
味
が
説
明
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
日
・
月
・
星
辰
は
「
明
光
照
下
土
」、
山
は
「
布
散
雲
雨
、
象
聖

王
大
沢
霑
下
」、
龍
は
「
変
化
無
方
、
象
聖
王
応
時
布
教
」、
華
蟲
は
「
身
被
五
彩
、

象
聖
王
体
兼
文
明
」、
宗
彝
は
「
剛
猛
制
物
、
象
聖
王
神
武
定
乱
」、
藻
は
「
逐
水
上

下
、
象
聖
王
隋
代
而
応
」、
火
は
「
陶
冶
烹

、
象
聖
王
至
日
新
」、
粉
米
は
「
人
似

恃
似
生
、
象
聖
王
為
物
之
所
」、
黼
は
「
能
断
割
、
象
聖
王
臨
事
能
決
」、
黻
は
「
両

己
相
背
、
象
君
臣
可
否
相
済
」
を
意
味
す
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
袞
冕
十
二

章
と
は
、
一
つ
一
つ
の
紋
章
の
性
質
が
「
聖
王
」
を
象
徴
す
る
要
素
と
し
て
あ
り
、

両
者
が
不
即
不
離
な
関
係
で
あ
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。

ま
た
、
衣
服
に
お
け
る
紋
章
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
大
業
元
年
（
六
〇
五
）
隋
の

煬
帝
に
対
し
、
内
史
侍
郎
で
あ
っ
た
虞
世
基
が
、
北
周
以
来
、
儀
仗
旗
の
紋
章
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
た
日
・
月
を
、
皇
帝
の
冕
服
の
左
右
の
肩
に
、
星
宿
を
後
ろ
の
衿

の
下
に
配
す
よ
う
建
議
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
配
置
に
な
っ
た
と
い
う!3

。
こ
の
日
・

月
・
星
辰
の
配
置
は
、「
但
天
子
譬
、
日
徳
在
照
臨
、
辰
為
帝
位
、
月
主
正
后
、
負

此
三
物
、
合
徳
斎
明
、
自
古
有
之
、
理
応
無
惑
」
と
評
さ
れ!4

、
天
子
に
と
っ
て
こ
の

日
・
月
・
星
辰
の
紋
章
は
絶
対
的
要
素
と
な
り
、
皇
太
子
以
下
の
袞
冕
に
は
使
用
さ

れ
な
か
っ
た!5

。
そ
し
て
こ
の
三
物
は
、
天
子
の
祭
服
の
う
ち
で
も
袞
冕
十
二
章
の
み

に
描
か
れ
た
紋
章
で
あ
っ
た
。
紋
章
の
な
か
で
も
、
他
の
身
分
に
よ
る
使
用
が
許
さ

れ
な
い
日
・
月
・
星
辰
の
存
在
は
、
天
子
と
密
接
な
相
関
関
係
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

更
に
、
皇
帝
は
、
上
帝
か
ら
徳
の
備
わ
っ
た
天
子
と
し
て
皇
帝
位
を
授
け
ら
れ
る
存

在
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら!6

、「
聖
王
」
の
徳
と
し
て
十
二
章
が
そ
の
規
範
と
な
り
、
全

章
の
具
備
が
必
要
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

左
右
の
肩
に
日
月
、
後
ろ
衿
の
下
に
星
辰
が
配
置
さ
れ
る
点
は
、【
図
１
】
に
示

し
た
よ
う
に
日
本
の
天
皇
の
冕
服
に
も
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
中

国
の
皇
帝
と
異
な
り
、
日
本
の
天
皇
は
即
位
の
始
め
か
ら
身
分
秩
序
の
頂
点
に
位
置

し
て
い
た
存
在
で
あ
る
。
従
っ
て
、
唐
に
お
け
る
皇
帝
権
力
と
権
威
を
象
徴
し
た
袞

冕
十
二
章
の
理
念
は
、
そ
の
ま
ま
日
本
の
天
皇
に
は
当
て
は
ま
ら
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

中
世
日
本
に
お
い
て
は
、「
中
世
神
話
」
の
な
か
で
天
皇
に
対
す
る
理
念
が
拡
大

し
、
即
位
印
明
の
な
か
に
理
念
的
世
界
が
凝
縮
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
王
権
の

規
範
と
し
て
十
二
章
の
な
か
に
中
世
王
権
が
収
斂
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。従

っ
て
、
天
皇
が
袞
冕
十
二
章
を
着
用
し
た
こ
と
の
機
能
的
意
義
と
は
、
身
分
的

格
差
を
視
覚
的
に
明
示
し
た
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
着
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現

在
の
身
分
を
明
示
で
き
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
天
皇
に
と
っ
て
袞
冕
十
二
章
と
は
、

儀
礼
で
着
用
す
る
点
に
こ
そ
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
五

中
世
の
「
礼
服
御
覧
」
と
袞
冕
十
二
章
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【図１】袞冕十二章が描かれた大軸・裳

注：弘化４年（1874）孝明天皇即位時に着用された冕服である。本図は、天皇礼服のカラー図集である岩下羆『冕服圖帖』（芸艸

堂、1907）より。図の内容を漢字で示した。①②のうち、鳥は華蟲（雉）、猿は宗彜（虎と猿の絵で、祭祀礼器を示している）、

黼（斧形）、黻（己が相反した形）を意味する。この図以外にも、冕服等をカラーで図解している史料に『礼儀類典』（紅葉山

文庫旧蔵本）、『御即位式図譜』、『弘化四年御即諸礼式図』、『御即位礼服図』（神宮文庫所蔵本、本図は神宮文庫編『即位の礼

と大嘗祭』国書刊行会、1990所収）、宮内庁書陵部『儀式関係史料』（平成16年10月25日～30日に行われた展示目録、No.31
「礼服形」、2004）には、寛永20年（1643）後光明天皇即位時の礼服（九条家旧蔵）の雛形が掲載されている。実物が掲載され

ているものに『宮廷装束の美―江戸から明治へ―』（宮内庁三の丸尚蔵館展覧会図録№22、2000）がある。掲載した本図の大

袖は本物の冕服に最も忠実に描かれているが、御裳は、本来は上から藻・粉米・黼・黻と描かれているが、本図では、藻・粉

米交互に描かれており、実物と少し相違している。



第
二
章
　
袞
冕
十
二
章
と
儀
礼

第
１
節
　
「
礼
服
御
覧
」
に
つ
い
て

袞
冕
十
二
章
を
初
め
て
着
用
し
た
の
は
、
天
平
四
年
（
七
三
二
）
正
月
に
行
わ
れ

た
、
元
旦
の
朝
賀
の
儀
に
際
し
て
の
聖
武
天
皇
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る!7

。
元
旦
朝

賀
の
儀
は
一
条
天
皇
の
代
で
あ
る
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
に
行
わ
れ
て
以
後
、
廃
絶

し
た
行
事
で
あ
る
が
、
元
旦
朝
賀
の
儀
の
次
第
そ
の
も
の
は
、
そ
の
後
の
即
位
儀
礼

の
な
か
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た!8

。
藤
森
健
太
郎
氏
は
、
朝
賀
の
儀
が
即
位
儀
礼
に
継

承
さ
れ
た
時
期
を
桓
武
天
皇
即
位
時
と
さ
れ
て
い
る!9

。

従
っ
て
、
平
安
時
代
中
期
以
降
の
天
皇
が
袞
冕
十
二
章
を
着
用
し
た
の
は
、
即
位

儀
礼
の
場
に
限
ら
れ
た
。
し
か
し
、
朝
賀
の
儀
が
廃
絶
し
た
一
条
天
皇
の
次
代
、
冕

冠
や
袞
冕
十
二
章
の
検
分
な
ど
を
行
う
「
礼
服
御
覧
」
と
い
う
儀
礼
が
成
立
し
た
。

「
礼
服
御
覧
」
に
つ
い
て
は
、
特
に
正
倉
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
礼
服
と
の
関
連
か

ら
、
平
安
時
代
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
を
概
覧
さ
れ
て
い
る
米
山
雄
介
氏
の
論
考
が
あ

る
た
め@0

、
本
節
で
は
中
世
に
お
け
る
袞
冕
十
二
章
の
捉
え
ら
れ
方
に
的
を
絞
っ
て
、

「
礼
服
御
覧
」
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

現
在
、
即
位
を
控
え
た
天
皇
が
初
め
て
礼
服
を
「
御
覧
」
し
た
時
期
は
不
明
で
あ

る
が
、
史
料
の
初
出
は
、
三
条
天
皇
が
即
位
し
た
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
九
月
八

日
と
さ
れ
て
い
る@1

。
そ
の
後
、
即
位
前
の
天
皇
が
礼
服
を
「
御
覧
」
す
る
こ
と
が
儀

礼
と
し
て
成
立
し
た
の
は
、
長
元
九
年
（
一
〇
三
六
）
七
月
四
日
、
後
朱
雀
天
皇
の

即
位
前
に
行
わ
れ
た
「
礼
服
御
覧
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る@2

。
そ
の
記
録
は
次

の
通
り
で
あ
る
（
説
明
の
必
要
上
、
史
料
に
番
号
を
付
し
適
宜
改
行
し
た
）@3

。

①
　
巳
刻
参
殿
、
未
斜
令
参
内
給
、
御
共
参
入
、
依
殿
御
消
息
宮
中
大
夫
能
信
参

入
、
此
日
御
覧
礼
服
、
御
装
束
納
御
装
束
辛
櫃
二
合
、
蔵
寮
官
人
等
笄
舁
立

殿
上
前
、
主
上
於
昼
御
座
御
覧
之
、
凡
有
五
具
、

②
　
一
具
男
御
装
束
、
御
冠
巾
子
、
櫛
仙
人
、
三
山
但
非
、

前
後
有
櫛
形
、
有
金
筋
、

以
羅
立
　

押
鬘
則
縷
、

以
金
　

御
巾
子
上
方
物
、
以
羅
為
之
、
如
折
敷
、
有
金
筋
、
四
面
端
立
玉
、
有
茎
、

其
前
後
垂
玉
瓔
珞
、
各
十
二
流

（
琉
）
、
所
謂
十
二
章
也
、
其
頂
有
日
形
像
、
向

中
有
三
足
赤
烏
、
以
水
精
二
枚
令
作
、
日
形
有
光
、
大
袖
緋
色
綾
、
繍
日
月

山
火
焔
鳥
龍
虎
猿
、
小
袖
同
色
無
繍
文
、
御
裳
同
色
、
繍
折
枝
、
斧
形
、

巴
（
己
）

字
等
、

③
　
一
具
童
御
装
束
、
御
冠
下
作
如
成
人
御
冠
、
但
無
巾
子
、
頂
有
日
形
、

方
與
異
可
尋
、

正
面
烏
同
上
向

以
金
玉
飾
之
、
但
無
十
二
章
、
御
額
立
鳳
形
、
正
面
開
羽
、
大
袖
、

小
袖
、
裳
色
繍
等
同
上
、

④
　
一
具
女
帝
御
装
束
、
御
冠
只
有
平
巾
子
、
無
櫛
形
、
押
鬘
上
有
三
花
形
、
以

花
枝
形
飾
之
、
前
有
凰
形
、
小
寄
左
立
、
若
右
方
之
落
失
歟
、
大
袖
、
小
袖
、

裙
等
皆
白
綾
無
繍
文
、
小
袖
下
縫
付
白
羅
、
如
男
裳
者
也
、（
以
下
中
略
）
酉

剋
殿
下
令
出
給
、
予
退
出
、

右
の
史
料
は
、
長
元
九
年
（
一
〇
三
六
）
七
月
四
日
、
当
時
右
大
臣
で
あ
っ
た
源

師
房
（
一
〇
一
〇
〜
七
七
）
記
の
「
長
元
礼
服
御
覧
」
で
あ
る
。
ご
く
簡
略
な
記
事

で
あ
る
が
、
礼
服
が
入
っ
た
唐
（
辛
）
櫃
二
合
が
内
蔵
寮
の
官
人
に
よ
っ
て
殿
上
前

に
運
ば
れ
、
後
朱
雀
天
皇
が
清
涼
殿
の
中
に
あ
る
昼
御
座
で
こ
れ
ら
を
「
御
覧
」
し

た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
史
料
に
は
引
用
し
な
か
っ
た
が
、
唐
櫃
に
は
五
具
（
男
御

装
束
、
童
御
装
束
、
女
帝
御
装
束
、
皇
后
御
装
束
、
皇
太
子
御
装
束
）
の
礼
服
が
納
め
ら

れ
て
い
た
。
こ
の
内
、
天
皇
に
関
係
す
る
礼
服
の
説
明
が
②
か
ら
④
で
あ
っ
た
。

後
朱
雀
天
皇
は
幼
帝
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
②
の
「
男
御
装
束
」
を
着
用
す
る
こ

と
に
な
る
の
だ
が
、
礼
服
の
形
状
の
他
、
大
袖
に
は
「
日
月
山
火
焔
鳥
龍
虎
猿
」
が

繍
さ
れ
、
小
袖
は
「
無
繍
」、「
御
裳
」
に
は
、「
折
枝
、
斧
形
、
巴

（
己
）

字
等
」
が
繍
さ

れ
て
い
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
前
章
で
引
用
し
た
『
唐
書
』
車
服
志
②
の
十
二
章

一
七

中
世
の
「
礼
服
御
覧
」
と
袞
冕
十
二
章
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や
、【
図
１
】
の
紋
章
と
比
較
し
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
袞
冕
十
二
章
と
い
え
る
。
た
だ
、

裳
の
繍
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
「
折
枝
」
と
は
、
本
来
の
「
藻
」
と
「
粉
米
」
に

あ
た
る
が
、
こ
れ
を
師
房
が
「
折
枝
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
内
容
は
、
礼
服
の
袞
冕
十
二
章
の
デ
ザ
イ
ン
や
形
状
に
つ
い
て
の
説
明

で
あ
る
と
共
に
、
礼
服
の
検
分
の
ポ
イ
ン
ト
箇
所
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
天
皇
が
幼
主
で
あ
っ
た
場
合
、
摂
政
が
天
皇
に
替
っ
て
「
礼
服
御
覧
」
を

行
っ
た
。
後
朱
雀
天
皇
以
降
後
三
条
天
皇
ま
で
は
「
男
御
装
束
」
を
着
用
し
て
い
た

が
、
院
政
期
以
降
、
幼
主
の
即
位
が
続
く
こ
と
に
な
る
。
幼
主
が
即
位
す
る
場
合
、

「
礼
服
御
覧
」
は
摂
政
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
史
料
上
の
初
出
は
、
嘉
承
二
年

（
一
一
〇
七
）
十
月
二
十
二
日
、
五
歳
で
即
位
し
た
鳥
羽
天
皇
の
摂
政
で
あ
っ
た
藤
原

忠
実
（
一
〇
七
八
〜
一
一
六
二
）
記
の
「
礼
服
御
覧
」
で
あ
る@4

。

忠
実
の
直
廬
に
内
蔵
寮
か
ら
唐
櫃
二
合
と
御
冠
筥
二
合
が
取
り
出
さ
れ
、
忠
実
は

「
余
仰
顕
隆
開
封
、
修
理
権
大
夫
為
房
取
出
之
、
大
略
了
、
各
本
如
返
納
、
童
御
装

束
并
御
冠
等
、
取
留
給
納
殿
、
今
夜
修
理
を
始
也
」
と
礼
服
を
検
分
し
、
そ
の
晩
に

修
理
に
出
し
て
い
る
。
同
年
の
閏
十
月
三
日
に
は
、「
未
時
許
於
鬼
間
見
御
冠
修
理
」

と
、
清
涼
殿
の
鬼
間
で
「
御
冠
修
理
」
を
見
て
い
る
。「
礼
服
御
覧
」
に
お
け
る
鬼

間
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
論
じ
る
。

同
月
二
十
八
日
に
は
「
先
是
玉
冠
結
総
進
之
、
余
家
ニ
日
来
間
調
也
、
応
徳
度
故

殿
調
進
給
、
依
例
余
調
之
」
と
、
故
殿
の
藤
原
師
実
が
、
堀
河
天
皇
即
位
時
の
応
徳

三
年
（
一
〇
八
六
）
に
「
玉
冠
結
総
」
を
調
進
し
た
例
に
倣
い
、
忠
実
も
調
進
し
た

と
記
し
、
十
一
月
三
日
、
鬼
間
に
置
い
て
い
た
唐
櫃
に
礼
服
を
入
れ
、
天
皇
の
許
に

持
参
し
、
同
五
日
に
そ
の
他
の
礼
服
を
内
蔵
寮
に
返
納
し
た
と
い
う
旨
が
記
さ
れ
て

い
る
。

右
の
史
料
は
、
摂
政
に
よ
る
「
礼
服
御
覧
」
が
行
わ
れ
た
ご
く
初
期
の
も
の
で
あ

る
た
め
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
摂
政
の
目
で
追
っ
た
「
礼
服
御
覧
」
の
記
事
と
い

え
よ
う
。
先
に
示
し
た
天
皇
出
御
の
「
礼
服
御
覧
」
に
比
べ
る
と
、
摂
政
に
よ
る

「
御
覧
」
は
、
礼
服
の
検
分
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
、
天
皇
と
摂
政
に
よ
る
「
礼
服
御
覧
」
の
初
出
史
料
を
中
心
に
分
析
を
行
っ

た
。「
礼
服
御
覧
」
に
関
す
る
記
述
は
、
参
加
者
の
身
分
に
よ
っ
て
視
点
が
異
な
り
、

「
礼
服
御
覧
」
が
始
め
ら
れ
た
初
期
の
様
子
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て

中
世
以
降
の
「
礼
服
御
覧
」
と
多
少
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。

少
し
時
代
が
飛
ぶ
が
、
室
町
期
の
一
条
兼
良
（
一
四
〇
二
〜
八
一
）
が
著
し
た

『
代
始
和
抄
』
御
即
位
事
に
は
、「
礼
服
御
覧
」
の
概
要
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

る@5

。
礼
服
御
覧
の
事
は
、
当
日
に
天
皇
の
着
御
し
給
ふ
べ
き
袞
冕
十
二
章
之
御
服
を

天
覧
あ
る
事
也
、
幼
主
の
時
は
、
摂
政
之
直
廬
に
し
て
叙
位
以
下
の
こ
と
を
も

取
お
こ
な
ふ
な
り
、
袞
と
云
は
袞
龍
の
文
な
り
、
冕
と
云
は
御
冠
の
名
也
、
十

二
章
と
云
は
日
、
月
、
星
晨
、
山
、
龍
、
華
蟲
、
宗
彝
、
藻
、
火
、
粉
米
、
黼
、

黻
以
上
十
二
之
文
を
お
れ
る
衣
裳
な
り
、
但
赤
衣
に
日
と
月
と
星
と
龍
と
を
大

袖
の
繍
に
せ
ら
れ
て
、
十
二
を
こ
と
／
＼
く
文
に
お
さ
る
に
や
、
龍
の
首
の
ま

が
れ
る
に
よ
り
て
袞
龍
と
云
、
袞
は
巻
た
る
心
な
り
、
白
綬
と
玉
佩
と
二
流
あ

り
、
童
躰
の
御
時
は
、
日
形
の
天
冠
を
着
し
給
ふ
、
む
か
し
は
毎
年
正
月
一
日

の
朝
賀
、
御
即
位
の
日
に
替
事
な
し
、

一
条
兼
良
は
、「
礼
服
御
覧
」
の
目
的
を
袞
冕
十
二
章
の
「
天
覧
」
と
し
、
礼
服

の
検
分
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
袞
冕
十
二
章
の
紋
章
を
一
つ
一
つ
説

明
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
礼
服
御
覧
」
の
メ
イ
ン
は
礼
服
と
い
う
よ
り
袞
冕
十

二
章
の
紋
章
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

次
節
で
は
、
平
安
時
代
中
期
か
ら
室
町
期
の
間
に
あ
た
る
鎌
倉
時
代
の
史
料
か
ら
、

袞
冕
十
二
章
の
位
置
を
確
認
し
て
み
た
い
。

一
八
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一
九

中
世
の
「
礼
服
御
覧
」
と
袞
冕
十
二
章

第
２
節
　
礼
服
の
「
天
覧
」
と
検
分

次
に
示
す
史
料
は
、
正
応
元
年
（
一
二
八
八
）
二
月
二
十
一
日
に
行
わ
れ
た
「
礼

服
御
覧
」
に
つ
い
て
の
記
事
で
あ
る@6

。
こ
の
記
事
は
、
伏
見
天
皇
自
身
が
「
礼
服
御

覧
」
の
様
子
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
礼
服
御
覧
」
に
お
け
る
天
皇
の

行
為
を
中
心
に
、
袞
冕
十
二
章
の
位
置
を
確
認
し
た
い
。

今
日
礼
服
御
覧
也
、
為
俊
朝
臣
、
兼
仲
等
向
内
蔵
寮
礼
服
倉
、
臨
昏
相
具
礼
服

参
、
即
出
昼
御
座
、
関
白
参
着
簀
子
円
座
、
内
大
臣
、
右
大
将
源
通
基
卿
、
権

大
納
言
藤
原
信
嗣
卿
、
皇
后
宮
権
大
夫
公
衡
卿
等
着
円
座
、
次
頼
藤
俊
光
持
参

御
冠
筥
二
合
、
置
西
間
、
次
顕
世
、
俊
光
等
舁
礼
服
辛
櫃
一
合
、
置
御
冠
宮
東

方
、
次
為
俊
朝
臣
兼
仲
等
舁
今
一
合
辛
櫃
、
相
並
置
之
、
而
今
度
先
為
御
冠
筥
如
何
、

正
元
先
持
参
御
辛
櫃
、
次
御
冠
筥
云
々
、

俊
定
朝
臣
開
封
、
次
第
取
出
置
蓋
上
、
先
御
冠
顕
世
持
参
、
置
昼
御
座
前
、
次

又
御
冠
俊
光
持
参
、
此
間
蔵
人
等
指
脂
燭
候
也
、
西
方

置
（
衍
カ
）

相
並
、
次
開
辛
櫃
、

次
第
取
出
之
、
入
蓋
置
御
前
、
今
一
合
同
前
、
顕
世
参
次
第
開
蓋
、
染
筥
也

各
入
黒

、
覧

了
掩
蓋
、
悉
如
元
納
之
、
次
入
内
、
公
卿
等
退
出
、
於
鬼
間
内
々
委
見
之
、
関

白
信
嗣
、
公
衡
等
卿
在
之
、
一
具
撰
留
之
、
仁
治
正
元
等
被
用
是
之
由
信
嗣
卿

申
之
、御

冠
　
不
及
殊
破
損
、
正
元
被
修
理
之
歟
、

大
袖
　
紫
色
也
、
有
繍
、
日
月
七
星
等
也
、

小
袖
　
同
色
也
、
無
繍
文
、

牙
御
笏
　
入
錦
袋
、

御
韈
　
白
地
錦
一
具

御

赤
皮
、
以
金
銅
為
飾
、

綬
　
一
具
、

玉
珮
　
二
筋
也
、

已
上
入
唐
櫃
一
合
、
内
々
進
置
御
所
、
自
余
等
今
夜
即
返
納
礼
服

倉
、

す
な
わ
ち
、
伏
見
天
皇
が
昼
御
座
に
出
御
し
、
関
白
二
条
師
忠
以
下
の
公
卿
が
参

列
す
る
中
、
冠
筥
二
合
が
置
か
れ
、
唐
櫃
二
合
が
並
べ
置
か
れ
た
。
こ
の
時
、
正
元

元
年
（
一
二
五
九
）
に
行
わ
れ
た
亀
山
天
皇
即
位
の
際
は
、
礼
服
の
入
っ
た
唐
櫃
が

先
に
運
ば
れ
た
が
、
今
回
は
御
冠
の
筥
が
先
に
運
ば
れ
た
こ
と
に
対
し
、
疑
問
を
挟

ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
蓋
に
入
れ
ら
れ
た
冠
と
礼
服
が
昼
御
座
の
前
に
置
か
れ
「
御

覧
」
し
た
と
い
う
。

こ
の
日
記
に
は
、
二
箇
所
「
内
々
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
て
い
る
。
波
線
を
引

い
た
一
つ
目
は
、
昼
御
座
と
同
じ
清
涼
殿
内
の
空
間
で
あ
る
鬼
間
で
、
関
白
や
一
部

の
公
卿
と
「
内
々
委
見
之
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
行
わ
れ
た
様
子
に
つ
い

て
は
、
こ
の
後
に
他
の
記
録
か
ら
復
元
し
た
い
。
そ
し
て
、
波
線
部
の
二
つ
目
は
、

公
卿
が
退
出
し
た
後
、
最
後
に
今
回
の
即
位
儀
礼
で
着
用
す
る
礼
服
の
リ
ス
ト
を
書

き
上
げ
、
唐
櫃
一
合
に
入
れ
、「
内
々
進
置
御
所
」
と
い
う
部
分
で
あ
り
、
続
い
て
、

今
回
着
用
し
な
い
他
の
礼
服
は
、
今
夜
の
内
に
内
蔵
寮
に
返
納
し
た
と
あ
る
。
こ
の

「
内
々
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
通
常
は
別
の
場
所
に
置
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
「
礼
服
御
覧
次
第
」
と
比
較
す
る
。

さ
て
、
こ
の
記
録
に
は
、
袞
冕
十
二
章
に
つ
い
て
の
細
か
な
描
写
は
な
い
が
、
今

回
着
用
す
る
礼
服
一
具
に
つ
い
て
は
、
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
に
即
位
し
た
後
嵯

峨
天
皇
、
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
に
即
位
し
た
亀
山
天
皇
が
即
位
儀
礼
の
時
に
着

用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
新
た
に
即
位
す
る
天
皇
が
、

「
礼
服
御
覧
」
に
お
け
る
礼
服
を
通
じ
、
先
代
天
皇
と
の
連
続
性
を
意
識
す
る
機
会

と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
一
文
で
あ
る
。

ま
た
、
伏
見
天
皇
の
礼
服
御
覧
に
参
加
し
た
西
園
寺
公
衡
は
、
儀
礼
後
、
再
び

「
即
執
柄
被
候
鬼
間
不
敷
座
、」
と
し
て
参
加
し
、「
内
々
有
出
、
玉
冠
・
礼
服
委
有

331



二
〇

叡
覧
」
の
様
子
を
長
々
と
日
記
に
書
き
記
し
て
い
る
。
以
下
、
長
文
に
な
る
が
そ
の

様
子
を
引
用
す
る@7

。

凡
御
礼
服
有
五
具
、
一
具
男
帝
御
装
束
、
御
冠
巾
子
様
不
異
凡
人
、
三
山
但
非
、

前
後
有

櫛
形
以
羅
立
、

有
金
筋
、

・
押
鬘
、
削
縷
、

以
金

御
巾
子
上
置
物
、
以
羅
為
之
、
如
打
敷
、
有
金
筋
、
四

面
端
立
玉
、
有
茎
、
其
前
後
垂
玉
瓔
珞
十
二
琉
、
二
章
也

所
謂
十
、

其
頂
後
方
、

少
寄
御

有
日
形
傍
、
日

中
有
三
足
赤
烏
、
以
水
精
礼
作
日
形
、
其
色
只
金
也
、

赤
烏
鋳
付
之
、
但

又
有
光
、
金
、
大
袖
綾
、
緋
色

繍
日
・

月
・
山
・
火
焔
・
鳥
・
龍
・
虎
・
猿
、
小
袖
大
袖
、

其
色
同

無
繍
文
、
御
裳
前
、
色
同

繍
折
枝
・
斧

形
・
己
字
等
也
、（
中
略
）
天
子
御
笏
一
枚
入
御
笏
筥
、

納
赤
地
錦
袋

其
頭
方
少
細
、
但
無
曲
折
、

綬
有
三
、
四
具
、
具
之
、
加
納
玉
佩
箱
内
、

以
白
絲
組
之
、
短
綬
相

玉
佩
二
流
、
云
々
、
于
現
在
二
流
、

入
筥
、
長
元
記
云
、
四
流

御
沓
二
箱
、
赤
革
央
窪
、

鼻
中

三
、
四
足
、
小
一
足
、

此
内
有

又
烏
皮
沓
一
足
、
鼻
有
三
形
、

其
色
頗
黒
、

此
外
赤
皮
沓
大
也
、

頗
長

片
足
有
之
、
法
皇
沓
云
々
、

古
人
伝
云
、
弓
削

御
襪
一
箱
、
五
、
六
足
、
其
内
有
大
小
、

赤
地
錦
二
足
、
白
地
錦

又
御
冠
図
二
巻
、
皇
太
子
礼
冠
図
一
巻
、
有
年
号
、
忘
却
、

一
巻
佐
保
朝
朝
廷
礼
冠
図
一
巻
、
一
巻

以
上
物
等
面
々
入
黒
漆
小
箱
等
、
取
整
所
納
御
辛
櫃
也
、

皆
悉
覧
了
後
、
今
度
可
被
用
之
物
被
撰
出
之
、（
抹
消
部
は
省
略
）

一
、
御
冠
仁
治
新
調
御
冠
也
、
玉
少
々
落
損
之
外
無
殊
破
損
、
乍
入
筥
被
留
置
之
、
於
童
帝
御
冠
者
如
元
被
返
納
之
、

子
細
右
、

一
、
大
袖
一
領
男
帝
御
装
束
、

子
細
右
、

一
、
小
袖
一
領
同
、

一
、
御
裳
一
帖
同
、

一
、
御
牙
笏
箱
被
留
之
、

乍
入
袋
并

一
、
御
襪
一
足
出
一
足
、
是
若
正
元
御
襪
歟
、

白
地
錦
紫
文
、
両
三
具
之
内
被
撰

一
、
御
　
一
足
取
出
烏
皮
沓
、
黒
色
、
大
炊
御
門
大
納
言
所
申
行
也
、

正
元
記
云
、
赤
皮
、
以
金
銅
為
飾
云
々
、
而
今
度
被

一
、
綬
一
筋
白
絲
組
之
、

相
具
短
綬
一
筋
、

一
、
玉
佩
二
流

以
上
納
辛
櫃
一
合
所
納
辛
櫃
一
合
也
、

面
々
入
黒
漆
筥
、
取
整

被
留
置
之
、
置
御
所
歟
、

今
夜
内
々
被

次
自
余
物
具
等
又
整
入
一
合
、
今
夜
即
両
弁
相
具
被
返
納
之
、

御
冠
筥
一
合
同

向
礼
服
倉
返
納

云
々
、
此
間
大
炊
御
門
予
等
大
出
、
于
時
丑
剋
也
、
窮
屈
無
双
、

右
に
引
用
し
た
史
料
部
分
の
直
前
に
、
公
衡
は
昼
御
座
で
行
わ
れ
た
「
礼
服
御
覧
」

の
次
第
を
記
し
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
礼
服
と
人
の
動
き
を
中
心
に
「
次
〜
、
次
〜
、

次
〜
」
と
、
次
第
の
流
れ
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
右
に
引
用
し
た
史
料
に
は
、
袞
冕
十
二
章
の
一
章
一
章
の
紋
章

に
つ
い
て
や
、
今
回
着
用
す
る
礼
服
の
一
覧
が
記
さ
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
公
衡
の

「
御
覧
」
を
見
る
視
点
が
、
昼
御
座
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、

公
衡
が
鬼
間
に
お
け
る
天
皇
を
「
礼
服
委
有
叡
覧
」
と
表
現
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、

天
皇
自
身
も
、
鬼
間
で
は
礼
服
御
覧
次
第
に
こ
だ
わ
ら
な
い
礼
服
の
「
御
覧
」
を
行

っ
て
い
た
と
い
え
る
。

従
っ
て
、
以
上
に
引
用
し
た
伏
見
天
皇
と
公
衡
の
日
記
の
内
容
か
ら
、「
礼
服
御

覧
」
と
は
、
昼
御
座
で
行
わ
れ
た
「
礼
服
御
覧
」
と
、
そ
の
後
、
鬼
間
で
行
わ
れ
た

「
内
々
」
の
「
礼
服
御
覧
」
の
二
つ
か
ら
成
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、

前
半
の
「
礼
服
御
覧
」
で
は
、
次
第
に
即
し
た
「
礼
服
御
覧
」
が
形
式
的
に
行
わ
れ
、

後
半
で
は
細
か
な
礼
服
の
検
分
を
兼
ね
た
実
質
的
な
「
御
覧
」
が
行
わ
れ
て
い
た
と

い
え
る
。
こ
れ
は
、「
礼
服
御
覧
」
が
同
じ
清
涼
殿
の
別
室
で
二
段
階
に
分
け
て
行

わ
れ
て
い
た
点
が
わ
か
る
と
同
時
に
、
儀
礼
と
し
て
の
「
礼
服
御
覧
」
が
か
な
り
形

式
化
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
鬼
間
で
の
「
礼
服
御
覧
」
は
、
正
応
元
年

（
一
二
五
九
）
二
月
二
十
一
日
に
行
わ
れ
た
亀
山
天
皇
の
「
礼
服
御
覧
」
の
時
に
も
行

わ
れ
て
い
る@8

。

ま
た
、
公
衡
が
鬼
間
で
の
「
御
覧
」
に
参
加
し
た
の
は
、
蔵
人
大
輔
の
顕
世
か
ら

「
暫
可
祗
候
之
由
」
を
「
伝
仰
」
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
鬼
間
で
の

「
御
覧
」
実
施
の
有
無
が
、
伏
見
天
皇
の
意
志
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
従

っ
て
、
幼
帝
の
場
合
に
摂
政
が
直
廬
で
天
皇
に
代
わ
っ
て
行
う
「
礼
服
御
覧
」
で
は
、

鬼
間
で
の
「
御
覧
」
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
前
節
で
「
礼
服
御
覧
」
後
、

「
御
冠
修
理
」
を
鬼
間
で
見
た
と
い
う
記
録
と
あ
わ
せ
る
と
、
鬼
間
は
、
礼
服
を
儀

礼
外
で
扱
う
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
摂
政
に
よ
る
「
礼
服
御
覧
」
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に
つ
い
て
は
次
節
で
説
明
し
た
い
。

更
に
、
公
衡
が
日
記
に
記
し
た
「
御
冠
巾
子
様
不
異
凡
人
」
と
い
う
部
分
の
頭
書

に
、「
男
帝
御
冠
古
物
破
損
之
間
、
仁
治
故
入
道
太
政
大
臣
殿
被
調
進
之
、
今
所
被

取
出
之
御
冠
即
件
御
冠
也
」
と
あ
り@9

、
御
冠
が
公
衡
曾
祖
父
の
実
氏
に
よ
っ
て
調
進

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
公
衡
自
身
、
即
位
の
儀
を
終
え
た
翌

日
、「
予
所
着
之
礼
服
新
調
、
依
召
進
仙
洞
、
又
進
禁
裏
、
美
麗
之
由
有
御
返
事
等
、

悉
納
筥
底
了
」
と
、
新
調
し
た
自
分
の
礼
服
を
天
皇
と
後
深
草
上
皇
の
「
御
覧
」
に

供
し
て
い
る#0

。

関
東
申
次
で
あ
り
、
天
皇
の
外
戚
と
な
っ
て
い
た
西
園
寺
家
の
権
勢
が
、
政
治
権

力
だ
け
で
は
な
く
天
皇
の
即
位
儀
礼
に
ま
で
食
い
込
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま

た
、
視
覚
的
に
権
勢
を
顕
示
で
き
る
要
素
の
強
い
「
礼
服
」
が
、
相
互
に
「
御
覧
」

す
る
対
象
と
し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
時
代
が
経
つ
に
つ
れ
「
礼
服
御
覧
」
に
お
け
る
「
御
覧
」
の
行
事
に
も

変
化
が
訪
れ
る
。
次
節
で
は
十
二
章
の
価
値
が
崩
壊
し
た
史
料
か
ら
確
認
し
よ
う
。

第
３
節
　
江
戸
時
代
の
「
礼
服
御
覧
」

江
戸
時
代
に
お
い
て
、「
礼
服
御
覧
」
を
行
っ
た
形
跡
が
み
ら
れ
な
い
天
皇
は
、

後
陽
成
天
皇
・
後
水
尾
天
皇
・
明
正
天
皇
で
あ
る
。
米
山
雄
介
氏
は
こ
の
点
に
つ
い

て
、
践
祚
か
ら
即
位
ま
で
の
期
間
が
短
か
っ
た
た
め
、
省
略
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
さ
れ
て
い
る

#1

。
し
か
し
、
江
戸
時
代
の
袞
冕
十
二
章
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て

は
、
次
に
示
す
『
言
成
卿
記
』
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
十
月
三
日
の
記
述
か
ら
窺

う
こ
と
が
で
き
る#2

。

殿
下
家
公
へ
被
尋
仰
曰
、
霊
元
院
御
礼
服
、
十
二
章
紋
、
悉
放
有
之
、
何
此
ヨ

リ
放
損
哉
云
云
、
家
公
被
答
云
、
勿
論
文
化
十
四
年
御
礼
服
御
覧
之
節
、
最
早

無
之
、
安
永
度
ニ
モ
御
覧
ニ
被
用
趣
、
自
其
節
モ
御
紋
無
之
旨
従
祖
父
忠
言
卿
、

令
伝
承
給
之
条
被
仰
上
云
云
、

こ
の
記
事
は
、
関
白
鷹
司
政
通
が
山
科
言
知
に
礼
服
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
に
霊
元
天
皇
が
着
用
し
た
礼
服

の
袞
冕
十
二
章
が
「
悉
放
」
し
た
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
つ
か
ら
「
放
損
」
の
状

態
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
言
知
は
、
現
天
皇
で
あ

り
、
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
に
即
位
し
た
仁
孝
天
皇
の
時
も
「
最
早
無
之
」
の

状
態
で
あ
り
、
そ
の
先
代
に
あ
た
る
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
に
即
位
し
た
光
格
天

皇
の
代
も
、「
御
紋
無
之
旨
」
を
祖
父
忠
言
か
ら
「
伝
承
」
し
て
い
た
と
い
う
。

霊
元
天
皇
は
寛
文
三
年
に
即
位
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
記
事
は
、
そ
の
後
二
百
年

ほ
ど
経
て
か
ら
の
こ
と
に
な
る
。
霊
元
天
皇
は
即
位
当
時
、
幼
帝
で
あ
っ
た
た
め
、

「
礼
服
御
覧
」
は
摂
政
の
二
条
光
平
が
行
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
摂
政
に
よ
る
「
礼

服
御
覧
」
は
、
東
山
天
皇
、
桜
町
天
皇
、
後
桜
町
天
皇
と
あ
り
、
何
れ
も
幼
帝
で
あ

る
た
め
、
礼
服
は
「
童
御
装
束
」
を
着
用
し
て
い
た
。

次
年
に
即
位
を
控
え
た
孝
明
天
皇
は
、
通
常
の
「
男
御
装
束
」
で
よ
か
っ
た
の
だ

が
、
こ
の
日
記
の
記
述
を
読
む
限
り
で
は
、
そ
の
間
の
礼
服
の
状
態
が
不
明
で
あ
る

た
め
、
恐
ら
く
、「
男
御
装
束
」
と
「
童
御
装
束
」
の
区
別
も
な
く
な
り
、
既
に
そ

の
何
代
か
前
の
天
皇
か
ら
、
礼
服
の
袞
冕
十
二
章
の
価
値
が
「
御
紋
無
」
と
い
う
も

の
に
百
八
十
度
変
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

弘
化
四
年
九
月
二
十
三
日
に
即
位
を
控
え
た
八
月
二
十
六
日
条
に
は
、「
参
内
、

御
礼
服
調
進
」
と
し
て
、
御
大
袖
、
御
小
袖
、
御
裳
、
御
玉
佩
二
旒
、
御
綬
、
御
烏

皮

、
錦
御
襪
一
足
を
新
調
し
た
と
記
し
て
あ
る
。
こ
の
時
に
新
た
に
作
ら
れ
た
礼

服
の
図
が
【
図
１
】
で
あ
る
。

特
に
、
江
戸
時
代
の
「
礼
服
御
覧
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
年
の
「
礼
服
御
覧
次
第
」

の
存
在
か
ら
判
明
す
る
。
そ
の
次
第
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
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二
二

次
に
示
す
の
は
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
東
山
天
皇
が
即
位
し
た
際
に
摂
政
で

あ
っ
た
、
一
条
冬
経
作
進
の
「
礼
服
御
覧
次
第
」
で
あ
る#3

。

礼
服
御
覧
次
第

先
五
位
蔵
人
二
人
向
内
蔵
寮
、
取
出
御
礼
服
辛
櫃
及
御
冠
筥
二
合
、
御
冠
筥
二

合
内
、
内
蔵
寮
下
部
紅
、
着
退

侍
之
刻
、
門
内
内
蔵
助
等
、
着
衣
冠
持
之
、

御
辛
櫃
二
合
内
蔵
寮
下
部
紅
、
着
退

舁
之
、

行
列

前
掃
二
人
、
称
警
蹕
、

内
蔵
属
、

次
御
冠
筥
、

次
辛
櫃
、

内
蔵
以
下
一
員
相
従
、

剋
限
舁
辛
櫃
立
直
廬
、

簀
子

次
摂
政
着
座
、
四
位
殿
上
人

簾
、

次
公
卿
着
座
、
参
議
東
上
北
面
、

大
中
納
言
北
上
西
面
、

若
逮
昏
庭
中
供
掌
燈
、

主
殿
官
人
立
明
、

次
五
位
蔵
人
袖
、
懸

二
人
各
持
参

御
冠
筥
並
置
直
廬
北
面
第
一
間
、
上
、
長
押

次
蔵
人
裾
、
懸

二
人
舁
御
辛
櫃

一
合
立
北
第
二
間
、

次
蔵
人
二
人
又
舁
一
合
、

辛
櫃
立
第
三
間
、

次
蔵
人
頭
参
進
開
辛
櫃
、

★
　
封
及
蓋
置
御
礼
服
具
於
摂
政
座
前
之
、
仰
蓋
置

蔵
人
頭
随
取
出
、
五
位
蔵
人
持
参
置
之
、

次
又
開
一
合
封
及
蓋
置
、

★
　
御
礼
服
具
於
摂
政
座
前
、
初
、
作
法
如

次
開
御
冠
筥
仰
蓋
居
筥
上
置
御
冠
、

次
蔵
人
頭
読
申
目
録
、

★
次
撰
出
今
度
可
被
用
之
御
礼
服
納
辛
櫃
一
合
、
同
相
具
、

御
冠
一
合

蔵
人
書
目
録
同
入
加
辛
櫃
、

★
次
所
残
之
御
礼
服
等
入
、

今
一
合
之
辛
櫃
蔵
人
頭
付
封
仰
本
役
人
令
舁
出
之
立
置
簀
子
、
同
前
、

御
冠
筥

★
次
今
度
可
被
用
御
礼
服
之
辛
櫃
令
舁
出
之
納
納
殿
、

次
摂
政
起
座
、
上
四
位

簾
、

納
言
動
座
参
議
退
座
蹲
踞
、

次
公
卿
退
出
、

次
五
位
蔵
人
相
具
御
冠
筥
辛
櫃
向
内
蔵
寮
返
納
之
、

内
蔵
助
以
下
相
従
如
初
、

こ
の
次
第
は
一
条
冬
経
作
進
の
次
第
で
あ
る
が
、
こ
の
他
、
京
都
大
学
付
属
図
書

館
所
蔵
平
松
文
庫
に
は
二
条
光
平
、
近
衛
家
久
が
作
進
し
た
『
礼
服
御
覧
次
第
』
も

残
さ
れ
て
お
り
、
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
で
あ
る
。
次
第
は
、
内
蔵
寮
か
ら
礼
服
を
取
り

出
し
返
納
す
る
ま
で
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
礼
服
の
取
り
扱
い
方
で
あ
る
。
史
料
中
に
★
を
付
し

た
行
は
、
礼
服
が
登
場
す
る
箇
所
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
次
の

よ
う
に
な
る
。

・
蔵
人
助
が
礼
服
を
摂
政
座
の
前
に
持
参
す
る
。

・
今
度
即
位
す
る
天
皇
が
着
用
す
る
童
帝
御
装
束
を
撰
び
、
こ
の
礼
服
を
唐
櫃
に

納
め
る
。

東
面
出
自
座
後
之
簾
中
、

入
座
後
之
簾
中
殿
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・
そ
の
他
の
礼
服
を
別
の
唐
櫃
に
納
め
、
蔵
人
頭
が
封
を
す
る
。

・
今
度
即
位
儀
礼
で
用
い
る
礼
服
の
唐
櫃
を
担
ぎ
、
納
殿
に
納
め
る
。

こ
れ
ら
は
、
昼
御
座
で
行
わ
れ
た
中
世
の
「
礼
服
御
覧
」
と
同
じ
礼
服
の
動
き
で

あ
る#4

。
次
第
か
ら
礼
服
や
人
の
移
動
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
礼
服
の
検
分
や

「
御
覧
」
に
関
す
る
具
体
的
な
次
第
ま
で
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

第
二
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
昼
御
座
で
は
次
第
に
即
し
た
「
礼
服
御
覧
」
が
行
わ

れ
、
鬼
間
で
「
内
々
」
の
「
御
覧
」
が
成
立
し
て
い
た
が
、
摂
関
に
よ
る
「
礼
服
御

覧
」
で
は
、
鬼
間
に
相
当
す
る
場
や
「
内
々
」
に
あ
た
る
「
御
覧
」
は
存
在
し
て
い

な
い
。

右
に
示
し
た
次
第
は
、
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
の
霊
元
天
皇
即
位
以
後
の
も
の

で
あ
り
、
既
に
、
袞
冕
十
二
章
が
「
放
損
」
の
状
態
と
な
る
過
程
に
お
か
れ
て
い
た
。

ま
た
、
霊
元
天
皇
以
降
、
桜
町
天
皇
を
除
く
光
格
天
皇
ま
で
、
摂
政
に
よ
る
「
礼
服

御
覧
」
が
行
わ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
摂
政
が
こ
の
次
第
に
即
し
て
行
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
「
礼
服
御
覧
」
は
、
も
は
や
本
質
的
な
目
的
を
失
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

慶
長
二
〇
年
（
一
六
一
五
）
に
江
戸
幕
府
が
発
布
し
た
「
禁
中
并
公
家
中
諸
法
度
」

に
は
、
即
位
儀
礼
に
着
用
す
る
礼
服
に
つ
い
て
、
前
代
と
変
わ
る
こ
と
な
く
「
天
子

礼
服
、
大
袖
・
小
袖
・
裳
・
御
紋
十
二
象
、
諸
臣
礼
服
各
別
、

」
と
規
定
さ
れ
て
お
り#5

、
袞

冕
十
二
章
は
「
御
紋
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
。
よ
っ
て
、
幕
府
が
礼
服
の
袞
冕
十
二

章
を
軽
視
又
は
禁
止
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

袞
冕
十
二
章
の
礼
服
が
着
用
さ
れ
て
い
た
時
代
の
中
で
も
、
中
世
に
お
け
る
袞
冕

十
二
章
の
歴
史
的
位
置
づ
け
を
行
う
た
め
に
、
本
題
の
中
世
を
迂
回
し
て
し
ま
っ
た

が
、
引
用
し
た
「
礼
服
御
覧
次
第
」
は
、
霊
元
天
皇
以
降
、
袞
冕
十
二
章
が
、
形
式

的
な
儀
礼
に
優
先
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
を
示
唆
す
る
史
料
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

記
録
上
の
制
限
も
あ
る
が
、
第
二
節
で
挙
げ
た
史
料
か
ら
も
「
礼
服
御
覧
」
が
儀

礼
と
し
て
形
式
的
に
も
実
質
的
に
も
行
わ
れ
た
の
は
、
鎌
倉
時
代
後
期
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
辺
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
論
じ
た
い
。

第
三
章
　
袞
冕
十
二
章
と
中
世
王
権

第
１
節
　
袞
冕
十
二
章
の
「
御
覧
」

「
礼
服
御
覧
」
は
、
即
位
儀
礼
で
天
皇
が
着
用
す
る
礼
服
を
準
備
す
る
た
め
の
儀

礼
で
あ
る
。
こ
の
儀
礼
に
は
、
天
皇
以
下
公
卿
が
参
列
し
、
礼
服
の
確
認
を
行
い
、

即
位
当
日
ま
で
に
補
修
な
ど
を
済
ま
せ
、
当
日
に
間
に
合
わ
せ
る
と
い
う
手
順
で
行

わ
れ
る#6

。
こ
の
儀
礼
は
、
次
第
上
、
即
位
す
る
天
皇
と
摂
関
が
主
体
と
な
っ
て
遂
行

さ
れ
た
。

し
か
し
、
鎌
倉
時
代
中
末
期
、「
礼
服
御
覧
」
の
儀
礼
に
は
参
列
し
な
い
が
、
上

皇
が
冕
服
を
「
御
覧
」
す
る
ケ
ー
ス
が
で
て
き
た
。
こ
れ
は
、
即
位
儀
礼
の
下
準
備

的
に
行
わ
れ
た
「
礼
服
御
覧
」
の
目
的
と
は
異
な
り
、「
礼
服
」
に
対
す
る
特
別
な

立
場
の
者
が
現
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
の
原
初
と
な
る
史
料
は
、
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
十
二
月
五
日
に
行
わ
れ
た

亀
山
天
皇
の
「
礼
服
御
覧
」
の
際
、
関
白
で
あ
っ
た
鷹
司
兼
平
の
日
記
『
照
念
院
関

白
記
』
で
あ
る#7

。
同
記
に
は
、「
今
日
御
即
位
礼
服
御
覧
也
、
仍
未
刻
許
着
直
衣
、

先
参
一
院
、
次
参
新
院
、
次
参
内
、
左
中
弁
光
国
朝
臣
、
右
少
弁
忠
方
等
向
内
蔵
寮
、

礼
服
蔵
迎
御
礼
服
并
御
冠
、
秉
燭
之
程
持
参
之
、
仍
遅
々
之
由
等
申
之
、

内
蔵
寮
兼
日
雖
奉
之
無
沙
汰
、」
と
記
さ
れ
、
内

蔵
寮
に
蔵
さ
れ
て
い
る
礼
服
を
取
り
出
す
た
め
の
行
事
と
考
え
ら
れ
る
「
礼
服
蔵
迎
」

に
、
本
院
の
後
嵯
峨
院
と
新
院
と
な
っ
た
後
深
草
院
が
揃
っ
て
参
加
し
て
い
た
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
、
院
が
「
礼
服
御
覧
」
に
積
極
的
に
参
加
す
る
姿
を

史
料
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
示
す
史
料
は
、
本
院
と
な
っ
た
後
の
後
深
草
院
が
書
い
た
日
記
で
あ
る#8

。
正

応
元
年
（
一
二
八
八
）
二
月
二
十
一
日
、
伏
見
天
皇
の
「
礼
服
御
覧
」
が
行
わ
れ
た
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二
四

後
、
三
月
十
五
日
に
即
位
儀
礼
が
行
わ
れ
る
ま
で
、
本
院
が
ど
の
よ
う
に
し
て
礼
服

に
関
係
し
た
か
を
示
す
記
事
で
あ
る
。

①
二
月
二
十
七
日
条

廿
七
日
、
自
禁
裏
、
以
顕
世
給
玉
冠
可
加
修
理
乎
否
、
可
許
由
被
仰
之
、
召

寄
見
之
、
被
納
赤
漆
、
非
朱
漆
薄
塗
也
、
八
角
筥
、
角
黒
高
二
尺
許
、
付
赤

緒
、
披
見
之
処
、
納
物
玉
冠
一
頭
理
歟
、
正
元
同
被
用
此
御
冠
歟
、

殊
無
破
損
、
是
仁
治
入
道
相
国
加
修

被
居
台
、

中
央
立
柱
二
、
上
有
櫛
形
物
入
之
御
冠
中
、

件
台
亀
甲
形
押
綾
、
其
上
十
文
字
打
木
、
其
中

其
板
裏
有
文
云
、

貞
観
六
年
十
二
月
十
五
日
、
自
始
玉
冠
更
改
作
、

七
年
元
日
料
工
右
近
衛
錦
銭
麿
、

如
此
二
行
書
之
、
又
玉
冠
絵
図
一
枚
在
之
、
佐
保
朝
廷
礼
冠
図
云
々
、
是
聖

武
御
宇
歟
、
件
図
今
所
在
冠
無
殊
相
違
、
又
普
通
透
額
冠
巾
子
与
額
被
放
二

頭
被
入
之
、
若
是
寛
元
正
元
等
玉
冠
下
被
用
御
冠
歟
、
覧
了
返
献
之
、
殊
無

破
損
、
雖
不
可
修
理
、
有
何
事
哉
之
由
申
之
、

②
三
月
三
日
条

三
日
、
今
朝
掌
侍
典
子
令
持
御
礼
服
唐
櫃
参
、
内
々
披
見
之
、
杉
唐
櫃
中
有

塗
筥
四
合
、
一
合
黒
漆
方
筥
、
大
袖
小
袖
裳
等
納
之
、
大
袖
色
赤
有
繍
、
左

肩
日
形
、
足
烏
、

中
有
三

右
肩
月
形
、
左
右
兔
蛙
等
立
之
、

中
有
桂
枝
立
瓶
、
其

其
下
後
方
北
斗
七
星
、
其
下
一
巡
龍

形
、
長
四
五
寸
許
、
其
下
山
形
、
其
下
鳥
形
、
其
下
火
炎
形
、
其
下
虎
猿
等

形
、
袖
両
方
表
龍
形
各
一
、
各
一
巡
並
縫
之
、
紫
裏
小
袖
無
繍
、
裳
紅
衣
上

下
二
巡
有
繍
、
其
形
上

下

如
此
、
以
白
緑
糸
縫
之
、
一
合
細
長
筥
、

以
銀
伏
魚
水
等
文
納
玉
佩
二
綬
一
在
頭
、
玉
佩
之
躰
美
麗
殊
勝
、
更
不
可
謂
、

綬
白
色
、
一
合
笏
筥
、
牙
笏
上
下
共
方
也
、
納
赤
地
錦
袋
、
一
合
方
小
筥
御

●
一
足
、
如
高
麗
、

地
白
紫
文

納
物
已
上
如
此
、
見
了
返
納
、
即
返
送
之
、

③
三
月
十
四
日
条

十
四
日
、
覧
行
事
所
被
調
礼
服
、
並
細
工
所
造
進
玉
冠
等
、

①
二
月
二
十
七
日
条
の
記
事
は
、「
礼
服
御
覧
」
が
行
わ
れ
た
後
、
後
深
草
院
に

冠
の
修
理
に
つ
い
て
の
可
否
が
求
め
ら
れ
た
際
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

貞
観
六
年
（
八
六
四
）
以
来
、
冠
は
修
理
を
重
ね
な
が
ら
使
用
し
続
け
ら
れ
て
い
た

と
い
う
。
②
三
月
三
日
条
の
記
事
に
は
、
後
深
草
院
が
「
内
々
披
見
之
」
と
し
て
、

仙
洞
に
て
礼
服
の
大
袖
・
小
袖
、
玉
佩
、
牙
笏
、

一
足
が
入
っ
た
唐
櫃
ご
と
持
参

さ
せ
、
袞
冕
十
二
章
の
説
明
を
書
き
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
玉
佩
を
「
美
麗
殊
勝
、

更
不
可
謂
」
と
評
し
て
い
る
。
③
に
は
、
礼
服
一
式
が
、
即
位
儀
礼
前
日
の
十
四
日

に
整
え
ら
れ
、
玉
冠
も
造
進
さ
れ
た
旨
が
本
院
の
後
深
草
院
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

伏
見
天
皇
も
当
日
の
「
礼
服
御
覧
」
や
即
位
儀
礼
に
つ
い
て
日
記
に
残
し
て
お
り
、

こ
の
点
は
、
第
二
章
第
二
節
で
史
料
を
引
用
し
説
明
し
た
。

ま
た
、
後
深
草
院
は
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
十
月
四
日
、
後
伏
見
天
皇
の
「
礼

服
御
覧
」
が
摂
政
の
直
廬
で
行
わ
れ
た
三
日
後
の
七
日
に
「
申
出
礼
服
於
内
裏
、
加

一
見
返
進
之
、
是
童
帝
礼
服
、
寛
元
朕
所
着
也
、
左
右
方
有
日
月
、
胸
龍
形
後
方
北

斗
七
星
、
前
後
々
々
山
形
等
々
有
之
」
と
、
内
裏
に
て
礼
服
に
「
加
一
見
」
て
い
る
。

こ
の
時
、
後
伏
見
天
皇
は
幼
帝
で
あ
り
、
当
日
着
用
す
る
礼
服
は
「
童
帝
御
装
束
」

で
あ
っ
た
。
こ
の
礼
服
は
、
幼
帝
と
し
て
即
位
し
た
後
深
草
天
皇
の
礼
服
と
同
じ
も

の
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
、「
寛
元
朕
所
着
也
」
と
、
懐
古
の
念
を
抱
き
つ
つ
袞

冕
十
二
章
を
眺
め
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。
天
皇
や
院
に
よ
る
礼
服
に
対
す
る
こ
の

よ
う
な
感
慨
の
表
れ
は
、
伏
見
天
皇
も
「
仁
治
正
元
等
被
用
是
」
と
記
し
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
礼
服
が
、
先
代
の
天
皇
や
か
つ
て
天
皇
と
し
て
即
位
し
た
自
ら
を
意
識

す
る
、
通
路
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

翻
っ
て
鑑
み
る
に
、「
礼
服
御
覧
」
と
は
、
即
位
に
先
立
ち
先
代
の
天
皇
を
意
識

す
る
場
面
と
も
な
り
、
そ
れ
が
代
々
の
「
礼
服
御
覧
」
に
構
造
化
さ
れ
、
院
の
「
御

覧
」
を
も
招
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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二
五

中
世
の
「
礼
服
御
覧
」
と
袞
冕
十
二
章

ま
た
、
幼
帝
で
即
位
し
た
後
伏
見
新
院
も
延
慶
元
年
（
一
三
〇
八
）
十
月
二
十
日
、

花
園
天
皇
の
「
礼
服
御
覧
」
に
際
し
、「
内
々
被
進
御
礼
服
」
し
克
明
な
記
録
を
残

し
て
い
る#9

。「
礼
服
御
覧
」
の
特
質
を
明
確
に
す
る
た
め
、
長
文
に
な
る
が
以
下
に

引
用
す
る
。

廿
日
、
乙
亥
、
晴
時
々
雨
下
、
今
日
自
内
裏
、
内
々
被
進
御
礼
服
、
酉
刻
許
、

権
右
中
弁
国
房
朝
臣
参
曰
、
只
今
御
礼
服
已
参
云
々
、
仍
参
院
御
方
、
于
時
俊

光
奏
事
間
也
、
仍
辛
櫃
可
持
参
御
前
之
由
被
仰
下
、
俊
光
即
持
参
、
一
合
黒
漆

櫃
、
一
合
八
角
御
冠
筥
等
也
、
先
被
開
御
礼
服
辛
櫃
也
、
件
辛
櫃
中
有
塗
筥
五

合
、
一
合
黒
漆
方
筥
、
大
袖
小
袖
裳
等
納
之
、
大
袖
赤
色
有
繍
、
左
右
肩
日
形

月
形
月
右
、

日
左
、

日
中
有
三
足
鳥
、
月
中
有
桂
枝
、
立
瓶
、
其
左
右
兔
蛙
等
立
之
、
日

形
月
形
両
方
中
、
北
斗
七
星
、
其
下
一
巡
龍
形
長
四
五
寸
許
、
其
下
又
一
巡
鳥

形
、
其
下
又
一
巡
火
炎
形
、
其
下
又
一
巡
虎
猿
等
形
、
並
縫
之
袖
両
方
表
龍
形

角
一
、
紫
裏
縫
小
袖
無
繍
、
地
文
、

（
※
引
用
者
注
―
こ
の
間
に
五
つ
の
紋
章
が
描
か
れ
て
い
る
【
図
２
】
参
照
）

大
概
如
此
、
裳
紅
衣
上
下
四
巡
有
繍
、
其
形
、
如
此
、
一
合
黒
漆
筥
、
櫛
也
、

小
長
　

綬

五
納
之
、
此
中
小
袖
な
る
を
今
度
可
被
用
也
、
長
七
尺
五
寸
、
弘
二
寸
、
白
、
色

一

合
笏
筥
、
牙
笏
弘
一
寸
七
分
、
長
一
尺
一
寸
、
厚
四
分
、
上
下
共
方
也
、
弘
さ
也
、

上
下
共
同

納
赤
地
錦
袋
、
一
合
細
長
筥
、
魚
水
等
文
、
間
其
躰
不
見
、
纔
見
也
、

以
銀
伏
文
歟
、
但
破
損
之

（
又
御
沓
一
足
以
赤

色
革
作
之
重
様
也
、）
納
玉
佩
一
、
以
色
々
玉
飾
之
、
其
躰
殊
勝
、
言
語
道
断
者

也
、
一
合
方
小
筥
有
文
、

朱
漆

御
韈
、
為
用
、
十
足
な
か
ら
被
出
之
由
光
経
申
之
、

色
々
文
不
能
注
、
□
□
寸
法
の
あ
い
た
ら
ん
を

十
足
納
之
、
已
上
如
此
、

次
被
開
御
冠
筥
、
童
帝
御
冠
、
如
輪
中
日
光
形
以
金
作
之
、
前
方
鳳
凰
形
在
之
、

向
也
、

前
方
へ

廻
ニ
金
銀
花
在
之
、
両
方
紫
組
緒
付
之
、
緒
末
方
ニ
有
総
着
、
無
破
損
、

然
而
日
光
少
々
落
損
之
間
、
可
加
小
修
理
之
由
、
被
仰
光
経
也
、
礼
服
唐
櫃
中

ニ
モ
、
共
玉
冠
図
各
一
在
之
、
共
大
略
同
躰
也
、
聊
相
替
事
等
有
之
、
辛
櫃
中

ニ
納
図
、
奥
書
曰
、
佐
保
朝
廷
礼
冠
図
云
々
、
之
由
見
或
記
歟
、

佐
保
朝
廷
、
聖
武
歟

所
納
御
冠
筥
図
、
奥

書
曰
、皇

太
子

宝
亀
四
年
奉
造
御
礼
冠
図
、
少
進
伊
勢
朝
臣
水
通
、

画
師
努
登
国
依
、
別
当

如
此
書
也
、
各
御
覧
之
後
、
如

元
被
返
納
、
暫
者
可
被
置
此
御
所
也
、
此
礼
服
永
仁
朕
所
着
也
、
礼
服
裏
な
と
、

少
々
破
損
事
あ
り
し
を
、
其
時
少
々
加
修
理
、
仍
今
度
無
相
違
、
玉
佩
も
、
其
時

如
法
破
損
し
た
り
し
を
、
糸
を
新
替
な
と
、
種
々
沙
汰
た
り
し
也
、
今
度
糸
新
ニ

可
被
替
哉
之
由
有
沙
汰
、
如
当
時
者
、
不
及
破
損
、
但
糸
旧
成
ぬ
れ
は
、
自
然
に

切
な
と
す
る
事
も
あ
れ
は
、
被
改
之
条
も
誠
用
意
也
、

【
図
２
】
は
、
実
際
に
後
伏
見
院
が
書
き
取
っ
た
袞
冕
十
二
章
の
図
で
あ
る
。
比

較
の
た
め
、
孝
明
天
皇
即
位
の
際
に
作
ら
れ
た
紋
章
と
並
べ
て
み
た
。
多
少
異
な
る

部
分
は
あ
る
が
、
鎌
倉
時
代
か
ら
ほ
ぼ
同
様
の
紋
章
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

ま
た
、
本
文
中
で
波
線
を
引
い
た
と
こ
ろ
は
、
礼
服
に
対
す
る
後
伏
見
院
の
思
い

入
れ
が
よ
く
表
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
い
え
る
。
こ
れ
も
伏
見
天
皇
、
後
深
草
院
の
感

慨
と
同
様
、
代
々
の
礼
服
を
「
御
覧
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
、
儀
礼
と
王
権

の
相
互
関
係
の
一
端
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
記
録
か
ら
、
天
皇
を
退
き
院
と
な
っ
た
身
で
、
内
々
に
即
位
礼
服
を
披

見
し
、
か
つ
て
自
分
が
即
位
し
た
際
に
着
し
た
礼
服
を
懐
古
し
、
じ
っ
く
り
と
袞
冕

十
二
章
の
紋
章
を
観
察
し
て
い
る
様
子
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
袞

冕
十
二
章
の
発
想
の
源
流
が
、
文
明
の
発
信
地
で
あ
っ
た
「
唐
」
に
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
眺
め
る
興
味
の
対
象
と
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
何
れ
に
し
て
も
新
た
な
天

皇
の
礼
服
を
「
御
覧
」
し
、
か
つ
て
着
用
し
た
礼
服
を
検
分
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自

ら
の
王
統
の
正
統
性
と
権
威
を
再
認
識
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
二
点
の
史
料
か
ら
、
後
深
草
院
と
後
伏
見
院
が
退
位
後
、
共
に
「
内
々
」
に

礼
服
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
か
つ
て
袞
冕
十
二
章
を
着
用
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【図２】後伏見院が描いた袞冕十二章

注：①『後伏見天皇御記』記載の図は（『歴代宸記』増補史料大成所収延慶元年十

月二十日条の「御即位部類」326～328頁）より。天地は同史料に掲載されてい

るままであるが、順番は始めに藻火、粉米・藻（雲形）、黼・黻の順で掲載さ

れている。

②『冕服圖帖』上は【図１】で使用したものと同様の資料より。各図に示した

藻火や黻・黼や粉米・藻については、右に示した『冕服圖帖』を参照しながら

名称を示した。

③『後伏見天皇御記』には、藻火や黻・黼についての説明は「如批」以外に特

に説明されていないが、粉米・藻（雲形）については、「大概如批、裳紅衣上

下四巡有繍、其形」として、裳の衣に上から藻（雲形）、その下に粉米の刺繍

が四巡していたと説明してある。この説明は【図１】で挙げた「③裳」の図と

異なるが、【図１】注で説明したように、孝明天皇が着用した冕服の裳も、後

伏見院が説明している通りの文様であり（刺繍の部分は貼り付けてある）、江

戸時代末期でも同様の袞冕十二章が着用されていたと考えられる。

④この礼服は江戸時代末期の孝明天皇即位を最後に着用されなくなった。



し
た
本
人
の
立
場
が
史
料
に
反
映
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
院
と
な
っ

て
も
、
新
た
に
即
位
す
る
天
皇
の
礼
服
を
「
御
覧
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
、

狭
い
範
囲
で
の
王
権
の
自
覚
も
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
は
、
後
深
草
院
と
後
伏
見
院
の
日
記
に
、
礼
服
に
関
す
る
記
事
が
残
っ
て
い

た
た
め
判
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
様
々
な
身
分
の
立
場
か
ら
記
さ
れ
た

「
礼
服
御
覧
」
に
関
す
る
記
録
は
、
鎌
倉
時
代
の
中
で
も
特
に
両
統
迭
立
期
に
集
中

し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
時
期
は
、
王
統
の
分
立
に
よ
っ
て
、
王
権
の
正
統
性
が

宗
教
界
を
巻
き
込
み
な
が
ら
展
開
し
て
い
く
時
期
で
も
あ
る
。
ま
た
、
即
位
儀
礼
に

お
い
て
長
い
間
秘
説
と
さ
れ
て
き
た
即
位
灌
頂
の
動
向
も
こ
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

次
節
で
は
、
即
位
灌
頂
と
礼
服
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

第
２
節
　
礼
服
と
即
位
灌
頂

時
代
は
江
戸
時
代
に
な
る
が
、
中
世
に
な
っ
て
新
た
に
即
位
儀
礼
に
加
わ
っ
た

と
さ
れ
る
即
位
灌
頂
と
礼
服
と
の
関
係
を
示
す
次
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。
即
位

灌
頂
と
は
、
即
位
儀
礼
の
場
で
天
皇
が
両
手
で
印
を
結
び
、
明
を
唱
え
る
儀
式
で

あ
る
。廿

三
日
、
即
位
習
礼
之
間
、
参
于
内
裏
、
主
上
着
御
服
之
間
、

摂
政
并
左

大
臣
等
令
言
談
、
主
上
出
御
之
間
空
手
也
、
被
置
空
手
之
処
何
方
之
由
尋
問
之
、

摂
政
云
、
如
尋
常
云
々
、
仍
而
仰
云
、
寛
文
度
之
儀
、
依
幼
少
雖
不
慥
、
合
左

右
之
袖
而
捧
胸
歟
之
由
覚
悟
之
旨〝
談
之
、
摂
政
云
、
礼
服
之
時
之
儀
不〝
慥
不
知

之
云
々
、
左
府
云
、
此
義
慥
雖
不
知
之
、
礼
服
者
為
唐
制
之
間
、
院
宣
之
趣
適

中
歟
衣
冠
云
々

（
×
意
）

、
此
儀
○
（
出
於
後
房
而
、
于
高
御
座

其
路
間
）
口
唱
真
言

也
、
合
左
右
之
袖
捧
胸
事
也
、
摂
政
・
左
府
共
以
不
被
知
此
儀
、
然
者
灌
頂
之

義
相
伝
無
覚
束
者
乎
、

（『
霊
元
院
宸
記
』
貞
享
四
年
四
月
二
十
日
条$0

）

こ
の
記
録
は
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
東
山
天
皇
即
位
の
習
礼
に
際
し
て
の
も

の
で
あ
り
、
次
の
よ
う
な
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
摂
政
と
左
大
臣
が
、

礼
服
を
着
用
し
天
皇
が
出
御
し
た
際
、
何
も
し
て
い
な
い
天
皇
の
「
空
手
」
を
何
処

に
置
く
か
を
問
答
し
て
い
た
。
こ
の
時
、
幼
少
で
即
位
礼
を
経
験
し
た
霊
元
院
は
、

「
不
慥
」
と
し
な
が
ら
も
、「
合
左
右
之
袖
而
捧
胸
歟
」
と
談
じ
た
。
ま
た
、
摂
政
は
、

「
礼
服
之
時
之
儀
慥
不
知
之
」
と
、「
礼
服
之
時
之
儀
」
は
知
ら
な
い
と
し
た
。
ま
た
、

左
大
臣
も
同
様
に
作
法
を
知
ら
な
い
と
し
な
が
ら
も
「
礼
服
者
為
唐
制
之
間
、
院
宣

之
趣
適
中
歟
」
と
、
礼
服
が
唐
制
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
霊
元
院
が
談
じ
た
こ

と
が
「
適
中
」
で
は
な
い
か
、
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
霊
元
院
は
、
即
位
灌
頂
と

し
て
印
明
を
結
び
、
真
言
を
唱
え
る
の
は
、
左
右
の
両
袖
を
胸
の
前
に
捧
げ
て
行
う

こ
と
で
あ
る
と
書
き
記
し
て
い
る
。

更
に
、
摂
政
と
左
大
臣
が
相
伝
し
て
い
る
即
位
灌
頂
に
関
す
る
知
識
に
対
し
、
霊

元
院
は
不
信
感
を
抱
い
た
と
い
う
。
時
の
摂
政
は
一
条
冬
経
、
左
大
臣
は
近
衛
基
煕

で
あ
る
。
そ
の
後
、
霊
元
院
は
、
摂
関
家
の
う
ち
で
も
二
条
家
が
慣
例
と
し
て
い
た

即
位
灌
頂
の
印
明
伝
授
を
、
逆
に
霊
元
院
か
ら
二
条
綱
平
に
相
伝
す
る
案
を
提
起
し

て
い
る
。
こ
の
記
事
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
橋
本
政
宣
氏
に
よ
る
詳
し
い
研
究
が
あ

る
の
で
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い$1

。

こ
の
史
料
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
礼
服
之
時
之
儀
」
す
な
わ
ち
、
礼
服
を
着
用

し
た
天
皇
の
作
法
に
つ
い
て
で
あ
る
。
摂
政
や
大
臣
の
知
り
得
な
い
情
報
を
、
か
つ

て
天
皇
と
し
て
即
位
を
経
験
し
た
院
が
体
験
と
し
て
握
っ
て
い
た
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
礼
服
之
時
之
儀
」
の
細
か
な
動
き
は
、
摂
関
・
大
臣
家
の
家
伝
に
は

な
く
、
即
位
を
経
験
し
た
王
統
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
平
安
時
代
か
ら
有
職
故
実
を
伝
承
し
て
い
る
家
が
、「
礼
服
者
為
唐
制
之
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中
世
の
「
礼
服
御
覧
」
と
袞
冕
十
二
章



間
」
と
、
礼
服
を
「
唐
制
」
の
も
の
と
し
て
故
実
と
切
り
離
し
て
捉
え
て
い
る
点
で

あ
る
。
摂
政
・
大
臣
は
、「
礼
服
之
時
之
儀
」
を
知
ら
な
い
理
由
と
し
て
「
礼
服
」

の
「
唐
制
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
が
、
実
際
に
「
唐
制
」
を
引
き
継
い
で
い

る
の
は
、
袞
冕
十
二
章
の
「
礼
服
」
で
あ
り
、「
礼
服
之
時
之
儀
」
を
行
う
天
皇
で

は
な
い
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
も
公
家
間
の
認
識
と
し
て
、「
唐
制
」
に

よ
る
「
礼
服
」
の
概
念
が
残
っ
て
お
り
、
明
ら
か
に
「
唐
制
」
を
引
き
継
い
だ
礼
服

で
あ
る
袞
冕
十
二
章
は
、
他
の
故
実
と
区
別
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。従

っ
て
、
即
位
儀
礼
の
場
で
は
、
即
位
灌
頂
を
行
う
際
の
「
礼
服
之
時
之
儀
」
ま

で
は
、
故
実
の
対
象
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
袞
冕
十
二
章
が
繍
さ
れ
た
冕
服
は
、

内
蔵
寮
の
管
理
の
対
象
と
し
て
存
在
し
て
い
た
が
、
摂
関
家
に
よ
る
故
実
の
対
象
か

ら
は
外
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
天
皇
が
即
位
儀
礼
に
お
い
て
即
位
灌
頂
を
行
っ
た
旨
を
、
自
ら
書
き

記
し
た
史
料
上
初
の
天
皇
は
、
伏
見
天
皇
で
あ
る
。
時
に
、
二
十
二
歳
。
即
位
二
日

前
の
日
記
に
は
「
今
夜
、
関
白
令
申
即
位
之
時
秘
印
等
事
等
、
委
令
伝
受
了
、
尤
規

模
事
歟
」（
正
応
元
年
三
月
十
三
日
条
）
と
記
し
、
当
日
の
日
記
に
は
、「
自
後
房
入
正

庁
之
間
結
印
誦
真
言
」
と
、
行
う
場
と
具
体
的
な
動
作
を
書
き
記
し
て
い
る$2

。
ま
た
、

当
時
権
大
納
言
で
関
東
申
次
で
あ
っ
た
西
園
寺
公
衡
の
同
日
条
の
日
記
に
は
、「
又

去
御
即
位
時
、
関
白
申
秘
事
、
此
事
他
家
不
存
知
之
由
被
申
之
、
着
座
高
御
座
之
時

有
印
像
云
々
、
前
殿
云
、
此
事
今
度
十
楽
院
僧
正
玄
和
讒
執
柄
、
々
々
又
授
申
主
上

之
由
聞
也
、
此
事
後
三
条
院
御
時
、
清
尊
法
印
弟
子
、

仁
海

授
申
之
、
其
後
時
々
有
此
事
、

真
言
師
秘
事
歟
、
強
非
執
柄
事
秘
事
哉
之
由
有
平
語
之
気
、
且
東
寺
流
尤
可
存
知
事

歟
云
々
、
道
耀
僧
正
前
大
僧
正
、

東
寺
前
長
者
、

語
云
、
此
事
自
内
裏
有
御
尋
、
即
注
進
所
存
了
、
金
輪

王
躰
金
剛
界
大
日
印
像
後
有
此
事
云
々
、

着
御
高
御
座
之

云
々
」
と
、
伏
見
天
皇
即
位
時
を
「
去
即
位
」
と

し
、
関
白
二
条
師
忠
印
明
伝
授
に
よ
る
即
位
灌
頂
の
実
修
が
記
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、

後
三
条
天
皇
に
護
持
僧
の
成
尊
が
こ
れ
を
授
け
た
後
、
時
々
即
位
印
明
が
授
け
ら
れ

た
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
に
は
、
即
位
の
儀
当
日
の
高
御
座
で
天
皇
が
即
位

灌
頂
を
実
修
し
た
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
後
三
条
天
皇
へ
の
伝
授
は
、
別
の

機
会
に
行
わ
れ
た
と
も
解
釈
で
き
る
。

何
れ
も
、
こ
れ
ら
の
記
事
に
よ
っ
て
、
伏
見
天
皇
以
降
、
確
実
に
即
位
灌
頂
が
行

わ
れ
た
と
い
う
認
識
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

従
っ
て
、
冒
頭
史
料
の
よ
う
な
実
践
的
な
問
題
が
出
来
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、

議
論
さ
れ
る
時
期
が
遅
い
観
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
礼
服
の
作
法
と

い
う
よ
り
、
少
な
く
と
も
天
皇
が
両
手
で
持
つ
牙
笏
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
関
わ
っ
て
い

た
問
題
で
も
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
牙
笏
を
握
っ
た
ま
ま
で
は
印
を
結
ぶ
べ
き
両

手
が
ふ
さ
が
っ
て
し
ま
い
、
結
べ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

牙
笏
と
礼
服
の
関
係
に
つ
い
て
は
、「
天
子
袞
冕
・
牙
笏
」（『
儀
式
』
礼
服
制
）
や

「
天
皇
服
袞
冕
十
二
旒
、
御
把
笏
」（『
西
宮
記
』
第
二
巻
（
臨
時
三
）
装
束
）
と
規
定
さ

れ
て
い
た
よ
う
に
、
袞
冕
と
牙
笏
が
必
ず
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
た
。
即
位
儀
礼
の
中

で
天
皇
が
礼
服
を
着
用
す
る
場
は
、
建
礼
門
か
ら
大
極
殿
へ
出
御
し
た
後
の
大
極
殿

後
房
で
あ
り
、
太
政
官
庁
で
即
位
す
る
場
合
は
、
太
政
官
庁
後
房
（
太
政
官
庁
北
後

房
方
屋
）
で
あ
る
。
礼
服
の
着
用
に
つ
い
て
は
、『
北
山
抄
』
巻
弟
五
・
即
位
事
の

「
着
礼
服
次
第
」
に
着
用
の
順
序
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
牙
笏
は
、
烏

皮

を
着
す
前
に
「
次
取
牙
笏
」
と
い
う
次
第
が
あ
り
、
着
次
第
の
過
程
で
既
に
牙

笏
も
手
に
握
っ
て
い
た$3

。
次
第
通
り
に
い
け
ば
、
牙
笏
を
握
っ
た
ま
ま
、
大
極
殿
や

太
政
官
庁
に
出
御
し
、
高
御
座
で
「
天
皇
端
笏
、
御
笏
把
牙
、

南
面
」
し
、「
宸
儀
初
見
」
と

な
る
。

従
っ
て
、
本
来
は
、
天
皇
が
礼
服
を
着
用
す
る
の
と
同
時
に
天
皇
が
笏
を
ず
っ
と

握
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
天
皇
が
即
位
印
明
を
結
ぶ
の
は
、
礼
服
に
着
替
え
た
後
で

あ
り
、
笏
に
よ
っ
て
両
手
が
ふ
さ
が
っ
て
い
た
ら
、
印
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
こ
の
点
が
儀
礼
の
中
で
ど
う
解
決
さ
れ
て
い
た
の
か
。

即
位
儀
礼
に
お
い
て
即
位
印
明
を
行
う
の
は
、
橋
本
政
宣
氏
に
よ
っ
て
、
天
皇
が

340
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中
世
の
「
礼
服
御
覧
」
と
袞
冕
十
二
章

高
御
座
に
着
座
し
て
か
ら
の
間
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る$4

。

天
皇
が
即
位
儀
礼
に
お
い
て
即
位
灌
頂
を
行
う
様
子
を
直
接
披
見
し
て
書
か
れ

た
史
料
は
な
か
な
か
存
在
し
な
い
が
、『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
天
文
五
年
（
一
五

三
六
）
二
月
二
十
六
日
条
に
は
、
即
位
儀
礼
の
際
に
行
わ
れ
た
後
奈
良
天
皇
の
即
位

灌
頂
の
前
段
階
の
様
子
と
笏
と
の
関
係
が
よ
く
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
次
に
引
用

す
る
。御

し
よ
く
ゐ

（

即

位

）

あ
り
、（
中
略
）
せ
い
り
や
う
て
ん

（

清

涼

殿

）

こ
う
は
う
に
さ
た
め
ら
れ
て
、

御
ら
い
ふ
く

（

礼

服

）

め
さ
せ
お
は
し
ま
す
、
御
ふ
く
藤
さ
い
し
や
う
、
御
ま
へ
御
ふ
く

な
か
つ
な
、
御
て
う
つ
の
や
く
お
ゝ
い
の
御
か
と
、
御
て
な
か
頭
弁
な
り
、
そ

の
ゝ
ち
く
わ
ん
は
く

（

関

白

）

ゐ
ん
み
ゃ
う

（

印

明

）

さ
つ
け
ま
い
ら
せ
ら
る
ゝ
、
つ
ね
の
御
所
よ

り
は
下
の
は
か
ま
は
か
り
め
し
て
こ
う
は
う

（

後

房

）

へ
な
る
、
し
ゝ
て
ん

（

紫

宸

殿

）

へ
し
ゆ
つ
き

よ
な
る
、（
中
略
）
か
う
御
さ
へ

（

高

御

座

）

な
り
て
の
ち
、
又
い
ん
み
や
う

（

印

明

）

と
も
さ
つ
け

申
さ
る
ゝ
、
そ
の
ゝ
ち
御
し
や
く

（

笏

）

頭
弁
、
く
わ
ん
は
く

（

関

白

）

に
ま
い
り
て
ま
い
ら

る
ゝ
、（
中
略
）
は
て
ゝ
は
し
め
の
こ
と
く
又
御
し
や
く

（

笏

）

く
わ
ん
は
く

（

関

白

）

と
り
ま

い
ら
せ
ら
れ
て
、
頭
弁
に
い
た
さ
る
ゝ
（
以
下
略
）、

波
線
に
示
し
た
部
分
に
、
即
位
印
明
と
笏
が
渡
さ
れ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
天
皇
は
、
礼
服
を
着
用
し
た
後
に
関
白
か
ら
即
位
印
明
を

伝
授
さ
れ
、
紫
宸
殿
へ
向
か
い
、
高
御
座
へ
登
っ
た
後
に
「
又
い
ん
み
や
う

（

印

明

）

と
も
さ

つ
け
申
さ
る
ゝ
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
橋
本
政
宣
氏
の
論
考
か
ら
も
天
皇
が
高
御
座

で
即
位
灌
頂
を
行
っ
た
と
解
釈
し
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る$5

。
そ
し
て
笏
を
頭
弁
か
ら

関
白
に
、
関
白
か
ら
天
皇
に
渡
さ
れ
、
儀
礼
が
終
り
、「
は
し
め
の
こ
と
く
」
笏
が

天
皇
か
ら
関
白
、
関
白
か
ら
頭
弁
に
「
と
り
ま
い
ら
せ
ら
れ
」
た
、
と
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
中
世
の
即
位
儀
礼
に
お
け
る
笏
は
、
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
。
以
下

で
確
認
し
て
み
よ
う
。

大
江
匡
房
記
『
後
三
条
院
御
即
位
記
』
に
は
、「
又
三
条
院
即
位
時
、
自
小
安
殿

端
笏
歩
行
云
々
、
今
度
不
然
、
主
上
此
間
結
手
、
如
大
日
如
来
印
持
拳
印
」
と
、
主

上
で
あ
る
後
三
条
天
皇
が
あ
え
て
笏
を
端た

だ

さ
ず
に
歩
い
て
い
っ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い

る
。
治
暦
四
年
（
一
〇
六
八
）
に
後
三
条
天
皇
が
即
位
灌
頂
を
実
修
し
た
と
い
う
説

は
、
こ
の
史
料
を
根
拠
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る$6

。

そ
の
後
、
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
二
条
天
皇
、
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
六
条
天

皇
、
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
に
順
徳
天
皇
が
即
位
し
た
際
の
史
料
に
は
、「
御
高
御

座
御
」
し
た
後
、「
御
笏
筥
」
を
持
っ
て
い
た
頭
弁
か
ら
関
白
が
「
令
取
献
御
笏
」

と
記
さ
れ
て
お
り
、
高
御
座
に
登
壇
し
た
後
に
関
白
か
ら
天
皇
に
笏
が
渡
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
判
明
す
る$7

。
ま
た
、
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）、
二
歳
の
幼
帝
安
徳
天
皇
が

即
位
し
た
際
は
、
摂
政
が
天
皇
を
抱
え
高
御
座
に
登
壇
さ
せ
た
後
、

帳
の
時
、
艮

に
座
し
た
摂
政
が
御
冠
と
御
笏
を
「
令
進
帳
中
給
」
と
、
幼
帝
の
い
る
「
帳
中
」
に

笏
を
進
め
た
と
い
う
記
事
も
あ
る$8

。
し
か
し
、
幼
帝
の
場
合
、
必
ず
し
も
笏
が
天
皇

に
渡
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い$9

。

九
条
道
家
の
日
記
『
玉
蘂
』
承
元
四
年
（
一
二
一
〇
）
順
徳
天
皇
即
位
の
記
事
か

ら
、
笏
の
動
き
を
少
し
概
観
し
て
み
よ
う
。

天
皇
渡
御
高
御
座
、（
中
略
）
始
自
御
所
至
高
御
座
後
階
下
供
莚
道
（
中
略
）、

御
前
命
婦
左
右
各
一
人
前
行
、
其
次
内
侍
二
人
（
中
略
）、
次
主
上
、
関
白
候

御
後
、
頭
弁
持
笏
相
従
入
筥
蓋
、

御
前
命
婦
留
立
高
御
座
後
階
左
右
男
柱
下
、
両
内

侍
昇
自
後
階
、
候
帳
外
壇
上
、
天
皇
昇
自
同
階
、
著
御
高
御
座
上
、
南
面
、
頭

中
将

高
御
座
後
幄
、
内
侍
置
剱
於
御
座
左
方
（
中
略
）、
以
璽
置
剱
内
方
了
、

内
侍
退
下
、
関
白
取
御
笏
、
伝
献
之
、
候
御
後
、
行
事
御
前
命
婦

（
誤
リ
ア
ラ
ン
）

引
帰
、
御
沓

置
後
階
第
一
級
上
、（
中
略
）
次
令

御
帳
皷
了
（
中
略
）、
次
執
翳
女
嬬
取
倚

立
座
傍
壁
之
翳
、（
中
略
）
天
皇
端
笏
、
南
面
給
、（
中
略
）
于
時
宸
儀
初
見
、

（
中
略
）
次
天
皇
還
御
後
房
、
関
白
参
進
御
帳
下
、
取
御
笏
返
御
、
頭
弁
退
下
、



剱
璽
内
侍
取
之
退
下
、
次
主
上
著
御
沓
還
御
、（
以
下
略
）

右
の
史
料
の
波
線
部
が
笏
の
動
き
を
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
ず
天
皇
が
高
御
座

に
登
壇
し
、
続
い
て
関
白
が
進
み
、
そ
の
後
に
頭
弁
が
笏
の
入
っ
た
箱
を
持
ち
従
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
来
天
皇
が
握
っ
て
い
た
笏
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
頭

弁
が
筥
に
入
れ
て
関
白
と
と
も
に
高
御
座
に
渡
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

関
白
が
頭
弁
よ
り
笏
を
取
り
、
天
皇
に
伝
え
献
じ
、
そ
の
後
、
関
白
は
天
皇
後
方
の

艮
の
方
向
に
侍
る
。
そ
し
て
、
天
皇
は
笏
を
端
し
南
面
し
、
宸
儀
初
見
を
迎
え
る
。

ま
た
、
還
御
の
際
は
、
関
白
が
高
御
座
の
御
帳
下
に
参
り
、
笏
を
天
皇
か
ら
返
さ
れ

る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
来
礼
服
と
セ
ッ
ト
で
考
え
ら
れ
て
い
た
笏
は
、
高
御
座
に
渡
り

御
座
し
た
後
に
関
白
や
摂
政
か
ら
渡
さ
れ
、
宸
儀
初
見
を
終
え
、
還
御
の
時
に
天
皇

か
ら
受
け
取
ら
れ
て
い
た
。
中
世
で
は
笏
を
初
め
か
ら
持
た
ず
、
恐
ら
く
印
を
結
ん

で
か
ら
受
け
取
る
の
が
常
態
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る%0

。
そ
の
原
初
は
、
後
三

条
天
皇
即
位
の
際
で
あ
っ
て
も
、
あ
ま
り
に
も
年
端
の
い
か
な
い
幼
帝
の
場
合
、
印

明
を
結
ぶ
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
り
し
て
、
一
概
に
は
、
印
明
の
実
修
が
伴
っ
て

の
変
化
と
は
結
び
つ
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
九
条
道
家
が
こ
の
笏
の
作
法
に
対
し
、

疑
問
も
挟
ま
ず
日
記
に
記
し
て
い
る
限
り
、
慣
例
化
し
て
い
た
と
判
断
し
て
良
い
と

考
え
ら
れ
る
。
桜
井
好
朗
氏
が
か
つ
て
、「
そ
れ
に
し
て
も
新
帝
は
笏
も
持
た
ず
印

も
結
ば
ず
に
高
御
座
に
上
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と%1

、
後
三
条
天
皇
に
よ
る
即
位
印

明
の
実
修
を
否
定
す
る
意
見
に
疑
問
を
投
げ
か
け
ら
れ
た
よ
う
に
、
笏
の
変
化
は
、

即
位
灌
頂
と
深
く
繋
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
後
三
条
天
皇
以
降
、
即

位
の
場
が
大
極
殿
か
ら
太
政
官
庁
に
移
っ
た
と
い
う
点
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と

思
わ
れ
る
。

以
上
、
即
位
儀
礼
に
お
け
る
天
皇
の
笏
と
即
位
灌
頂
の
問
題
を
分
析
し
た
の
は
、

こ
の
問
題
が
袞
冕
十
二
章
の
礼
服
と
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
袞
冕
十
二
章
の
礼
服
で
即
位
灌
頂
を
行
う
仕
草
に
つ
い

て
議
論
さ
れ
た
の
は
、
恐
ら
く
、
印
を
結
び
袞
冕
十
二
章
を
着
用
し
て
い
る
天
皇
の

姿
を
ト
ー
タ
ル
に
捉
え
る
視
点
が
、
そ
の
時
代
ま
で
問
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
網
野
善
彦
氏
に
よ
っ
て
「
異
形
の
王
権
」
と
称
さ
れ
た
清
浄

光
寺
所
蔵
「
後
醍
醐
天
皇
像
」
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
後
醍
醐
天
皇
像
は
、
冕

冠
を
か
ぶ
り
右
手
に
五
鈷
杵
、
左
手
に
金
剛
鈴
を
持
ち
、
袈
裟
を
着
用
し
、
直
衣
の

左
右
の
肩
に
は
金
泥
で
日
月
が
、
全
体
に
は
雲
竜
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
作
者
は
後
醍
醐
天
皇
の
護
持
僧
で
あ
っ
た
文
観
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い

る
。こ

の
紋
章
に
つ
い
て
、
黒
田
日
出
男
氏
は
「
袞
冕
十
二
章
に
近
い
も
の
を
描
い
て

い
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
」
と
さ
れ
、
冠
や
衣
服
か
ら
像
主
が
天
子
た
る
後
醍
醐
天
皇

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る%2

。
そ
し
て
、
肖
像
画
に
描
か
れ

た
モ
チ
ー
フ
か
ら
、
後
醍
醐
天
皇
を
天
子
・
金
剛
薩

・
天
照
大
神
と
し
て
表
そ
う

と
し
た
、
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
後
醍
醐
天
皇
像
の
紋
章
は
、
袞
冕
十
二
章
の
日
・
月
・
龍
の
デ
ザ

イ
ン
を
借
り
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
金
泥
で
描
か
れ
て
い
る
点
や
雲
龍
の
形
な
ど
、

正
確
な
袞
冕
十
二
章
の
紋
章
の
デ
ザ
イ
ン
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
天
子
を

強
調
し
よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
袞
冕
十
二
章
を
描
か
な
か
っ
た
の
か
、

と
い
う
疑
問
が
残
る
。
む
し
ろ
、
天
皇
が
袞
冕
十
二
章
を
着
用
し
て
即
位
灌
頂
を
行

う
イ
メ
ー
ジ
を
避
け
、
こ
の
う
ち
日
・
月
・
龍
の
三
章
に
限
定
さ
せ
、
仏
尊
と
し
て

の
特
異
性
を
押
し
出
し
た
と
考
え
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
黒
田
氏
は
、
後
醍
醐
天
皇
の
ポ
ー
ズ
と
同
様
の
姿
を
と
っ
て
い
る
金
剛

薩

は
、
短
冊
名
の
紙
に
記
さ
れ
た
三
社
（
三
神
）
名
の
ひ
と
つ
「
天
照
皇
大
神
」

（
大
日
如
来
と
同
体
）
と
後
醍
醐
天
皇
（
金
剛
薩

と
同
体
）
と
が
ダ
ブ
ル
イ
メ
ー
ジ
と
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な
っ
て
い
る
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
と
同
様
の
構
想
は

同
時
期
か
そ
れ
以
前
の
「
中
世
神
話
」
に
も
既
に
存
在
し
て
い
た
。「
中
世
神
話
」

の
中
で
は
、
金
剛
薩

と
天
照
大
神
が
、
同
格
の
神
仏
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
な
か
な
か
開
か
れ
る
こ
と
の
な
い
天
照
大
神
が
隠
れ
た
「
天
岩
戸
」
と
、

金
剛
薩

が
定
観
し
て
い
た
「
南
天
鉄
塔
」
の
場
面
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る%3

。

こ
の
説
は
、
寺
家
即
位
法
に
も
引
き
継
が
れ
て
お
り
、「
東
寺
即
位
法
」
に
は
、
三

印
二
明
と
し
て
、
智
拳
印
、
四
海
領
掌
印
と
と
も
に
、
金
剛
薩

印
と
明
が
登
場
し

て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
説
明
し
た%1

。

従
っ
て
、
前
出
の
後
醍
醐
天
皇
肖
像
画
の
み
で
も
、
後
醍
醐
天
皇
と
金
剛
薩

を

介
し
た
天
照
大
神
と
の
同
体
説
は
成
立
す
る
。
し
か
し
、
袞
冕
十
二
章
に
近
い
三
章

の
紋
章
が
描
か
れ
た
衣
服
を
着
用
し
た
こ
の
後
醍
醐
天
皇
の
肖
像
画
こ
そ
は
、
王
権

の
隠
喩
に
あ
た
る
尊
格
の
ダ
ブ
ル
イ
メ
ー
ジ
を
手
早
く
採
り
入
れ
た
、
当
時
、
最
新

の
中
世
神
話
に
彩
ら
れ
た
王
権
像
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

ま
た
、
袞
冕
十
二
章
の
モ
チ
ー
フ
を
真
似
た
日
・
月
・
龍
の
三
章
が
描
か
れ
た

「
後
醍
醐
天
皇
像
」
の
存
在
は
、
中
世
王
権
の
象
徴
と
し
て
袞
冕
十
二
章
が
存
在
し

て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
幕
末
最
後
の
孝
明
天
皇
の
代
で
袞
冕

十
二
章
の
生
命
は
終
っ
た
が
、
袞
冕
十
二
章
の
モ
チ
ー
フ
は
中
世
王
権
の
深
層
に
関

わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
即
位
の
儀
の
当
日
に
天
皇
が
着
用
す
る
礼
服
、
特
に
袞
冕
十
二
章
を
通
じ
、

中
世
王
権
と
儀
礼
と
の
関
係
を
考
察
し
て
き
た
。

第
一
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
袞
冕
十
二
章
は
、
唐
の
皇
帝
の
祭
服
を
日
本
の
天
皇

が
模
倣
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
衣
裳
に
繍
さ
れ
た
袞
冕
十
二
章
の
紋
章
の
数

に
よ
っ
て
身
分
の
上
下
関
係
を
決
め
て
い
た
唐
の
身
分
秩
序
ま
で
は
模
倣
せ
ず
、
日

本
で
は
天
皇
が
袞
冕
十
二
章
の
着
用
権
を
独
占
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
即
位
儀
礼
に

先
立
ち
、「
礼
服
御
覧
」
と
い
う
行
事
が
成
立
し
た
。
第
二
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、

「
礼
服
御
覧
」
は
、
本
来
、
袞
冕
十
二
章
な
ど
の
礼
服
を
検
分
す
る
た
め
に
行
わ
れ

た
が
、
儀
礼
と
し
て
の
「
礼
服
御
覧
」
が
成
立
し
て
か
ら
は
、
次
第
に
即
し
た
形
式

的
な
「
御
覧
」
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
、
天
皇
の
意
志
と
し
て
「
内
々
」
に
礼
服
の

「
御
覧
」
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
自
由
に
礼
服
を
検
分
し
た
り
観

察
し
た
り
す
る
「
内
々
」
の
「
礼
服
御
覧
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
礼
服
」
の
「
御
覧
」
が
始
ま
っ
た
当
初
、
こ
の
「
御
覧
」
は
、
即
位
儀
礼
の
準

備
の
た
め
に
始
め
ら
れ
た
行
為
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
儀
礼
と
し
て
機
能
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
、
儀
礼
と
し
て
成
立
し
て
か
ら
は
、
即
位
儀
礼
の
た
め

の
儀
礼
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
御
覧
」
の
形
式
と
「
内
々
」
の
実
際
的
な

「
御
覧
」
と
が
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
即
位
儀
礼
が
行

わ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
天
皇
が
着
用
す
る
礼
服
だ
け
で
な
く
「
礼
服
御
覧
」
と
い
う

形
式
的
な
儀
礼
も
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

礼
服
の
検
分
は
、
実
際
的
な
検
分
だ
け
で
は
な
く
、
袞
冕
十
二
章
の
紋
章
の
観
察

も
兼
ね
て
行
わ
れ
た
。
こ
の
、「
内
々
」
と
わ
ざ
わ
ざ
断
っ
て
行
わ
れ
た
袞
冕
十
二

章
の
実
際
的
な
「
御
覧
」
は
、
一
部
の
公
卿
だ
け
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、

ま
す
ま
す
貴
重
な
機
会
と
認
識
さ
れ
、
袞
冕
十
二
章
の
存
在
は
、
更
に
特
権
化
さ
れ

て
い
っ
た
。
ま
た
、
幼
帝
に
代
わ
っ
て
摂
政
が
「
礼
服
御
覧
」
を
行
っ
た
場
合
、

「
内
々
」
の
「
御
覧
」
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
、「
礼
服
御
覧
」
に
お
け
る

「
内
々
」
の
「
御
覧
」
は
、
即
位
す
る
天
皇
が
握
っ
て
い
た
特
権
で
あ
っ
た
。

「
礼
服
御
覧
」
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
儀
礼
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
中
世
王

権
の
本
質
と
は
、
即
位
当
日
の
儀
礼
行
為
に
全
て
が
包
有
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

儀
礼
を
開
催
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
行
為
の
蓄
積
と
そ
の
構
造
的
な
変
化
に
表
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
袞
冕
十
二
章
は
、
唐
に
紋
章
の
モ
チ
ー
フ
の
源
流
を

持
つ
た
め
、
日
本
に
お
け
る
神
話
的
、
宗
教
的
な
要
素
が
も
と
も
と
な
い
も
の
で
あ
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っ
て
も
、
儀
礼
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
り
特
権
化
さ
れ
、
王
権
を
象
徴
す
る
紋
章
と

し
て
成
立
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
本
稿
で
は
、
王
権
と
の
関
係
を
論
じ
る
た
め
に
、
天
皇
の
記
録
に
よ
る

「
礼
服
御
覧
」
に
こ
だ
わ
っ
た
。「
礼
服
御
覧
」
と
王
権
と
の
関
係
を
構
造
的
に
捉
え

て
も
、
当
事
者
で
あ
る
天
皇
や
院
が
こ
れ
ら
の
儀
礼
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
ス
タ
ン

ス
で
臨
ん
で
い
る
の
か
を
見
極
め
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

特
に
、
礼
服
を
「
御
覧
」
し
た
天
皇
や
院
が
、
礼
服
を
目
の
前
に
し
な
が
ら
、

代
々
の
天
皇
が
即
位
儀
礼
で
着
用
し
た
礼
服
で
あ
る
旨
や
、
か
つ
て
自
分
が
着
用
し

た
礼
服
で
あ
っ
た
こ
と
を
日
記
に
書
い
て
い
た
。
自
分
が
今
度
着
用
す
る
礼
服
で
あ

る
こ
と
、
自
分
が
前
に
着
用
し
た
礼
服
で
あ
る
、
と
い
う
天
皇
で
あ
る
が
故
の
経
験

に
よ
る
視
点
か
ら
日
記
を
書
い
て
い
る
と
い
う
点
で
、
他
の
公
卿
が
同
じ
内
容
を
日

記
に
書
き
記
す
意
味
と
は
異
な
る
。
天
皇
や
院
に
と
っ
て
、「
礼
服
御
覧
」
は
、
王

統
の
認
識
を
再
確
認
す
る
場
に
も
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
王
権
側
が
即
位
前
や
退

位
後
に
礼
服
を
「
御
覧
」
す
る
行
為
に
よ
っ
て
、
礼
服
は
、
ま
す
ま
す
王
権
に
特
権

化
さ
れ
、
特
別
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
成
立
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
本
稿
で
論
じ
て
き
た
の
は
、
即
位
儀
礼
に
際
し
て
行
わ
れ
た
「
礼
服
御
覧
」

と
王
権
と
の
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
世
王
権
の
本
質
は
、
即
位
灌
頂
に
表
れ
て

い
る
よ
う
に
宗
教
儀
礼
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
袞
冕
十
二
章
が
中
世

神
話
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
合
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
期
し
た
い
。

注q

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
松
本
郁
代
「
中
世
の
即
位
灌
頂
と
「
天
皇
」」（『
立
命
館
文

学
』
五
八
五
、
二
〇
〇
四
）
で
論
じ
た
。

w

こ
の
点
は
、
上
川
通
夫
「
中
世
の
即
位
儀
礼
と
仏
教
」（『
天
皇
代
替
わ
り
儀
式
の
歴

史
的
展
開
』
柏
書
房
、
一
九
八
九
）
参
照
。

e

こ
の
点
は
、
末
松
剛
「
即
位
式
に
お
け
る
摂
関
と
母
后
の
登
壇
」（『
日
本
史
研
究
』

四
七
七
、
一
九
九
九
）
参
照
。

r

米
田
雄
介
「
礼
服
御
冠
残
欠
に
つ
い
て
」、「
袞
冕
十
二
章
と
礼
履
」（『
正
倉
院
宝
物

の
歴
史
と
保
存
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
）
参
照
。

t

武
田
佐
知
子
『
古
代
国
家
の
形
成
と
衣
服
制
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
）。

y

『
土
右
記
』
長
元
九
年
七
月
四
日
条
。

u

石
母
田
正
「
国
家
成
立
に
お
け
る
国
際
的
契
機
」（『
日
本
の
古
代
国
家
』
岩
波
書
店
、

一
九
七
一
）。

i

武
田
佐
知
子
「
日
本
古
代
国
家
の
形
成
過
程
と
身
分
標
識
」（
前
掲
注
⑤
書
、
一
九
八

四
）
参
照
。

o

『
神
道
大
系
』
朝
儀
祭
祀
編
一
、
所
収
。

!0

杉
本
正
年
「
唐
代
の
冠
服
制
度
」（『
東
洋
服
装
史
論
攷
』
文
化
出
版
局
、
一
九
八
四
）

参
照
。

!1

『
唐
書
』
巻
一
九
〇
上
、
列
傳
第
一
四
十
上
、
文
苑
上
に
は
、
こ
れ
ら
の
祭
服
の

紋
章
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
あ
る
。「
又
制

冕
以
祭
先
公
也
、

者
、
雉

也
、
有
耿
介
之
志
、
表
公
有
賢
才
、
能
守
耿
介
之
節
也
、
又
制
毳
冕
以
祭
四
望
也
、

四
望
者
、
岳

之
神
也
、
武

者
、
山
林
所
生
、
明
其
象
也
、
制

冕
以
祭
社
稷
也
」

と
。
ま
た
、『
唐
書
』
文
苑
に
は
、
こ
れ
ら
の
祭
服
の
紋
章
の
意
味
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
説
明
し
て
あ
る
。「
社
稜
者
、
土
穀
之
神
也
、
粉
米
由
之
而
成
、
象
其
功
也
、
又

制
玄
冕
以
祭
群
小
祀
也
、
百
神
異
形
、
難
可
遍
擬
、
但
取
黻
之
相
背
、
昭
異
名
也
、

夫
以
周
公
之
多
才
也
、
故
治
定
制
礼
、
功
成
作
楽
、
夫
以
孔
宣
之
将
聖
也
、
故
行
夏

之
時
、
服
周
之
冕
、
先
王
之
法
服
、
乃
此
之
自
出
矣
、
天
下
之
能
事
、
又
於
是
乎
畢

矣
」。

!2

杉
本
正
年
「
唐
代
の
冠
服
制
度
」（
前
掲
書
、
一
三
四
頁
、
Ⅱ
―
１
表
「
唐
・
武
徳
令
に

み
え
る
群
臣
の
祭
服
（『
新
唐
書
』
車
服
志
）」）
に
は
、
品
階
に
相
応
す
る
服
名
、
衣

服
・
装
飾
な
ど
の
詳
細
が
一
覧
に
な
っ
て
い
る
。

!3

こ
の
辺
の
事
情
は
、
沈
従
文
「
隋
の
文
帝
と
２
人
の
侍
臣
」（『
中
国
古
代
の
服
飾
研

究
増
補
版
』
京
都
書
院
、
二
一
五
頁
、
一
九
九
五
）
参
照
。

!4

『
隋
書
』
十
二
、
礼
儀
志
七
。

!5

『
唐
書
』
車
服
志
に
よ
る
と
皇
太
子
の
袞
冕
は
、
日
・
月
・
星
辰
の
紋
章
を
外
し

た
「
九
章
」
で
あ
る
。

!6

例
え
ば
村
井
章
介
「
易
姓
革
命
の
思
想
と
天
皇
制
」（『
講
座
前
近
代
の
天
皇
』
第
五

巻
、
青
木
書
店
、
一
九
九
五
）
三
章
。
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!7

『
続
日
本
紀
』
天
平
四
年
正
月
朔
日
条
。

!8

楊
永
良
氏
に
よ
る
と
『
儀
式
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
天
皇
即
位
儀
は
、
唐
の
儀
礼

で
は
即
位
後
に
お
こ
な
わ
れ
る
朝
賀
式
に
あ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
。「「
天
皇
即
位
儀
」
と
朝
賀
儀
」（『
明
治
大
学
大
学
院
紀
要
』
二
一
、
一
九
八
三
）。

!9

藤
森
健
太
郎
「
平
安
期
の
即
位
儀
礼
の
論
理
と
特
質
」（『
古
代
天
皇
の
即
位
儀
礼
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
）
参
照
。

@0

米
田
雄
介
「
礼
服
御
冠
残
欠
に
つ
い
て
」、「
袞
冕
十
二
章
と
礼
履
」（『
正
倉
院
宝
物

の
歴
史
と
保
存
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
）
所
収
。

@1

『
御
堂
関
白
記
』、『
小
右
記
』、『
権
記
』
同
日
条
。

@2

米
田
雄
介
「
礼
服
御
冠
残
欠
に
つ
い
て
」（『
正
倉
院
宝
物
の
歴
史
と
保
存
』
吉
川
弘
文

館
、
一
九
九
八
、
三
五
頁
）。

@3

『
土
右
記
』
長
元
元
年
七
月
四
日
条
。
本
文
は
、「
長
元
礼
服
御
覧
」（
内
閣
文
庫
所

蔵
）
で
も
確
認
し
た
。

@4

『
殿
暦
』、『
中
右
記
』
嘉
承
二
年
十
月
二
十
二
日
条
。

@5

『
神
道
大
系
』
朝
儀
祭
祀
編
五
、
所
収
。

@6

『
伏
見
天
皇
宸
記
』
正
応
元
年
二
月
二
十
一
日
条
。

@7

『
公
衡
公
記
』
弘
安
十
一
年
二
月
二
十
一
日
条
。

@8

『
勘
仲
記
』
正
応
元
年
二
月
廿
一
日
条
。「
於
鬼
間
内
々
又
有
叡
覧
」
と
あ
り
、

「
委
御
覧
」
し
た
と
あ
る
。
当
時
、
亀
山
天
皇
は
十
歳
で
あ
っ
た
。
亀
山
天
皇
よ
り
前

代
で
「
礼
服
御
覧
」
に
参
加
し
た
天
皇
は
、
後
嵯
峨
・
順
徳
・
二
条
・
後
白
河
（『
山

槐
記
』）
・
白
河
〜
後
朱
雀
（
順
序
は
遡
行
）
と
な
る
が
、
後
朱
雀
天
皇
は
行
っ
て
お
ら

ず
、
後
は
記
録
が
な
い
た
め
不
明
で
あ
る
。
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
十
月
二
十
日
、

摂
政
藤
原
忠
実
が
直
廬
で
行
っ
た
鳥
羽
天
皇
の
「
礼
服
御
覧
」
の
時
は
、
行
わ
れ
て

い
な
い
（『
中
右
記
』）。

@9

『
公
衡
公
記
』
同
日
条
、
史
料
纂
集
本
に
は
、
本
文
で
は
な
く
、
頭
注
３
と
し
て

別
記
（
一
三
一
頁
）
さ
れ
て
い
る
。

#0

『
公
衡
公
記
』
弘
安
十
一
年
三
月
十
六
日
条
。

#1

米
山
雄
介
「
礼
服
御
冠
残
欠
に
つ
い
て
」（
前
掲
書
、
三
九
頁
）。

#2

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。

#3

『
京
都
御
所
東
山
御
文
庫
記
録
』
丙
廿
三
所
収
「
貞
享
度
礼
服
御
覧
次
第
」。

#4

次
第
に
お
け
る
、
礼
服
と
人
の
動
き
は
、
天
皇
と
摂
政
が
行
う
場
合
と
同
様
で
あ

っ
た
が
、
先
節
に
挙
げ
た
『
公
衡
公
記
』
に
は
、「
内
々
相
語
云
、
礼
服
御
覧
、
為
直

廬
儀
之
時
諸
卿
束
帯
、
為
御
前
儀
時
多
者
直
衣
也
、
然
而
先
例
又
束
帯
人
多
之
」（
弘

安
十
一
年
二
月
日
条
）
と
い
う
一
文
が
あ
り
、
昼
御
座
と
直
廬
で
行
う
場
合
で
諸
卿

の
装
束
が
異
な
っ
て
い
た
と
あ
る
。
よ
っ
て
、
同
じ
次
第
で
あ
っ
て
も
、
主
催
者
や

行
う
場
が
異
な
っ
た
の
は
勿
論
の
こ
と
、
出
席
者
の
装
束
な
ど
に
ば
ら
つ
き
が
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

#5

橋
本
政
宣
「
禁
中
并
公
家
中
諸
法
度
の
性
格
」（『
近
世
公
家
社
会
の
研
究
』
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
〇
二
、
五
六
三
頁
）
所
引
、
明
治
大
学
刑
事
博
物
館
本
「
禁
中
并
公
家
中
諸

法
度
」
よ
り
。

#6

但
し
、
践
祚
後
、
即
位
儀
礼
が
延
引
さ
れ
た
後
土
御
門
天
皇
の
場
合
、
先
に
補
修

が
行
わ
れ
て
い
る
。『
山
科
家
礼
記
』
寛
正
六
年
十
二
月
十
四
日
条
に
は
、「
礼
服
御
覧
」

を
行
っ
た
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
束
帯
・
直
衣
、
先
規
御
礼
服
ハ
タ
イ
タ
イ
ノ

御
倉
ニ
ヲ
カ
レ
、
寮
官
弁
少
納
言
罷
向
御
倉
、
ヒ
ラ
キ
エ
ラ
ミ
持
参
之
由
候
也
、
今

度
者
先
当
年
六
月
比
よ
り
被
出
候
、
皆
御
修
理
ヲ
ク
ワ
ヘ
進
候
也
」
と
あ
る
。

#7

『
京
都
御
所
東
山
御
文
庫
記
録
』
丙
十
六
所
収
。

#8

増
補
史
料
大
成
『
歴
代
宸
記
』
所
収
。

#9

増
補
史
料
大
成
『
歴
代
宸
記
』
所
収
。

$0

橋
本
政
宣
「
翻
刻
「
霊
元
院
宸
記
」」（『
近
世
公
家
社
会
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇

〇
二
、
七
四
七
頁
）。

$1

橋
本
政
宣
「
即
位
灌
頂
と
二
条
家
」（
前
掲
注
$0
書
、
二
〇
〇
二
、
七
一
三
頁
）。

$2

こ
の
部
分
は
、〔
裏
書
〕
の
内
容
が
、
表
の
文
章
の
行
間
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。

$3

『
神
道
大
系
』
朝
儀
祭
儀
編
三
、
所
収
。

$4

『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
天
文
五
年
二
月
廿
六
日
条
。（『
続
群
書
類
従
』
補
遺
三
）

所
収
。

$5

橋
本
政
宣
氏
「
即
位
灌
頂
と
二
条
家
」（
前
掲
注
$0
書
、
七
〇
六
頁
）
三
章
。

$6

「
後
三
条
天
皇
御
即
位
記
」（『
群
書
類
従
』
七
）
所
収
。

$7

以
上
の
史
料
は
、「
二
条
院
御
即
位
記
」「
六
条
院
御
即
位
記
」「
順
徳
院
御
即
位
記
」

（
以
上
『
続
群
書
類
従
』
十
下
、
所
収
）。

$8

「
安
徳
天
皇
御
即
位
記
」（『
続
群
書
類
従
』
十
下
）
所
収
。

$9

元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
後
鳥
羽
天
皇
（
三
歳
）、
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
高
倉
天
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皇
（
七
歳
）、
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）
四
条
天
皇
（
二
歳
）
の
即
位
の
記
事
に
は
笏
に

つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
（「
後
鳥
羽
院
御
即
位
記
」「
高
倉
院
御
即
位
記
」「
四
条
院
御

即
位
記
」
と
も
に
『
続
群
書
類
従
』
十
下
所
収
）。
な
お
、『
岡
屋
関
白
日
記
』
貞
永
元
年

十
二
月
二
日
条
に
は
、
四
条
天
皇
の
即
位
儀
礼
に
関
す
る
詳
細
な
記
事
が
あ
り
、
礼

服
の
一
覧
と
「
着
用
次
第
」
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
一
覧
に
は
「
牙
笏
笏
紙
用
治
暦

四
年
、
但
新
写
」
と
あ
る
が
、
着
用
次
第
に
牙
笏
は
登
場
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、

高
御
座
に
天
皇
が
即
い
た
際
の
記
述
に
も
笏
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
な
い
。

%0

『
園
太
暦
』
貞
和
五
年
十
二
月
二
十
五
日
条
「
貞
和
御
即
位
記
」
に
は
、「
御
笏
蔵

人
伝
頭
弁
、
頭
弁
伝
関
白
進
上
主
上
事
」
と
あ
り
、「
蔵
人
範
康
持
御
笏
、
於
高
御
座

許
伝
仲
房
朝
臣
、
々
々
々
々
進
関
白
、
々
々
進
被
献
主
上
云
々
」
と
あ
り
、
定
着
し

て
い
る
。

%1

桜
井
好
朗
「
東
寺
即
位
法
の
三
印
二
明
に
つ
い
て
」（『
儀
礼
国
家
の
解
体
』
吉
川
弘

文
館
、
一
九
九
五
、
二
四
八
頁
の
注
（
２
）、
二
三
二
・
二
三
三
頁
）
参
照
。

%2

黒
田
日
出
男
「
肖
像
画
と
し
て
の
後
醍
醐
天
皇
」（『
王
の
身
体
王
の
肖
像
』
平
凡
社
、

一
九
九
三
）。

%3

『
塵
滴
問
答
』（『
続
群
書
類
従
』
三
二
上
）
所
収
。

%4

松
本
郁
代
「
中
世
の
即
位
灌
頂
と
「
天
皇
」
―
真
言
方
即
位
法
に
お
け
る
即
位
印

明
の
構
想
―
」（
前
掲
注
q
論
文
）
参
照
。
な
お
、
高
橋
慎
一
朗
氏
よ
り
、「
真
言
方
」

と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
、「
〜
方
」
と
は
あ
る
対
抗
関
係
を
前
提
と
し
て
示
す
呼
称
で

あ
り
、
呼
称
と
し
て
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
を
ご
指
摘
い
た
だ
い
た
。

稿
者
も
こ
の
御
意
見
に
従
い
、
以
後
、
東
密
系
の
即
位
法
な
ど
と
呼
称
し
た
い
。

付
記
一
、
本
稿
は
二
〇
〇
四
年
六
月
二
十
八
日
佛
教
大
学
大
学
院
ゼ
ミ
で
報
告
し
た
「
星

と
王
権
―
冕
服
の
北
斗
七
星
を
中
心
に
―
」
の
一
部
を
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日

貴
重
な
ご
意
見
を
賜
っ
た
斎
藤
英
喜
先
生
、
善
裕
昭
先
生
、
舩
田
淳
一
氏
、
平
野
将
則

氏
を
は
じ
め
諸
氏
に
心
よ
り
感
謝
し
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
資
料
収
集
に
際
し
て
は
有

馬
伸
氏
、
佐
野
方
郁
氏
に
御
協
力
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

付
記
二
、
本
稿
は
二
〇
〇
四
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
の

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）
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